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議第170号議案 

監査委員の選任につき同意を求めることについて 

次の者を監査委員に選任することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の規定により、同意を求める。 

議員のうちから選任する者 

菊  地  恵  一 

熊  谷  義  彦 

  令和７年12月10日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 170 号 議 案 －3－



議第171号議案 

土地利用審査会委員の任命につき同意を求めることについて 

 次の者を土地利用審査会委員に任命することについて、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第39条第４項の規定により、同意を求め

る。 

伊  㔟  千 佳 子 

小 野 寺 友  宏 

佐 々 木 真  理 

髙  橋 慎 

古  市 剛  久 

山  本 和  恵 

渡  辺 修 

  令和７年12月10日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩

議 第 171 号 議 案 －4－



議第172号議案 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和32年宮城県条例第29号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第９条の２ ［略］ 第９条の２ ［略］ 

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用によ

る欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則

で定めるもの 月額41万7,600円 

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用によ

る欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則

で定めるもの 月額41万6,600円 

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用

による欠員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げ

る職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの 月額５万

2,100円 

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用

による欠員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げ

る職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの 月額５万

1,600円 

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による

欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で

(3) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による

欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で

議 第 172 号 議 案 －5－



定めるもの 月額５万3,400円 定めるもの 月額５万1,800円 

(4) ［略］ (4) ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

（通勤手当） （通勤手当） 

第11条の７ ［略］ 第11条の７ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

(1) ［略］ 

(2) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、自動車等

のうち人事委員会規則で定めるものを使用する職員にあって

は５万6,700円を、その他の職員にあっては３万8,700円を超

えない範囲内で自動車等の使用距離を考慮して人事委員会規

則で定める額（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人

事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額

に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

(1) ［略］ 

(2) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、自動車等

のうち人事委員会規則で定めるものを使用する職員にあって

は５万6,700円を、その他の職員にあっては３万1,600円を超

えない範囲内で自動車等の使用距離を考慮して人事委員会規

則で定める額（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人

事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額

に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

(3) ［略］ (3) ［略］ 

３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 

  

議 第 172 号 議 案 －6－



第12条の３ ［略］ 第12条の３ ［略］ 

２ 新たに給料表の適用を受ける職員となって特地公署又は準特

地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職

員、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公

署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当するこ

ととなった日前３年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴っ

て住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給され

る職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員

会規則で定める職員には、人事委員会規則で定めるところによ

り、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給す

る。 

２ 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった

者その他人事委員会規則で定める者から引き続き給料表の適用

を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に在勤すること

となったことに伴って住居を移転した職員（任用の事情等を考

慮して人事委員会規則で定める職員に限る。）、新たに特地公署

又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員で

その特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前３年

以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したも

のその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必

要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員

には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準

じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

  

（宿日直手当） （宿日直手当） 

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１回につき、

4,700円（入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯

科医師の宿日直勤務にあっては２万2,500円、人事委員会規則で

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１回につき、

4,400円（入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯

科医師の宿日直勤務にあっては２万1,000円、人事委員会規則で

議 第 172 号 議 案 －7－



定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,700

円）を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿

日直手当として支給する。 

定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400

円）を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿

日直手当として支給する。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

（期末手当） （期末手当） 

第19条 ［略］ 第19条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5（行政職給

料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの

並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員

のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第20条第２項に

おいて「特定幹部職員」という。）にあっては100分の107.5）を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125（行政職給料

表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの並

びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員

のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第20条第２項に

おいて「特定幹部職員」という。）にあっては100分の105）を乗

じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) ［略］ (1)～(4) ［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ ３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

議 第 172 号 議 案 －8－



いては、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、

「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。 

いては、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100

分の105」とあるのは「100分の60」とする。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第20条 ［略］ 第20条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に100分の107.5（特定幹部職員にあっては、100

分の127.5）を乗じて得た額の総額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に100分の105（特定幹部職員にあっては、100分の

125）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5

（特定幹部職員にあっては、100分の62.5）を乗じて得た額の

総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50（特

定幹部職員にあっては、100分の60）を乗じて得た額の総額 

議 第 172 号 議 案 －9－



３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

  

別表第１から別表第５までを次のように改める。 
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1
2

3
1
5
,
8
0
0

1
1
3

3
1
6
,
0
0
0

1
1
4

3
1
6
,
2
0
0

1
1
5

3
1
6
,
5
0
0
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備
考

 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
 

  

1
1
6

3
1
6
,
9
0
0

1
1
7

3
1
7
,
1
0
0

1
1
8

3
1
7
,
3
0
0

1
1
9

3
1
7
,
6
0
0

1
2
0

3
1
7
,
9
0
0

1
2
1

3
1
8
,
2
0
0

1
2
2

3
1
8
,
4
0
0

1
2
3

3
1
8
,
7
0
0

1
2
4

3
1
9
,
1
0
0

1
2
5

3
1
9
,
4
0
0

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

2
0
1
,
9
0
0

2
2
9
,
6
0
0

2
7
1
,
7
0
0

2
9
2
,
4
0
0

3
0
8
,
2
0
0

3
3
4
,
6
0
0

3
7
7
,
8
0
0

4
1
2
,
5
0
0

4
6
6
,
1
0
0

5
4
8
,
5
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

議 第 172 号 議 案 －14－



                                                       

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）

職
務

の
級

１
　

級
２

　
級

３
　

級
４

　
級

５
　

級
６

　
級

７
　

級
８

　
級

９
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

1
2
2
7
,
4
0
0

2
4
8
,
6
0
0

2
7
1
,
8
0
0

3
1
0
,
7
0
0

3
4
6
,
9
0
0

3
6
8
,
6
0
0

3
9
9
,
9
0
0

4
3
6
,
6
0
0

4
8
3
,
6
0
0

2
2
2
9
,
8
0
0

2
5
0
,
8
0
0

2
7
3
,
7
0
0

3
1
1
,
7
0
0

3
4
8
,
4
0
0

3
7
0
,
3
0
0

4
0
1
,
6
0
0

4
3
8
,
2
0
0

4
8
9
,
7
0
0

3
2
3
2
,
3
0
0

2
5
3
,
0
0
0

2
7
5
,
8
0
0

3
1
2
,
6
0
0

3
4
9
,
8
0
0

3
7
2
,
0
0
0

4
0
3
,
2
0
0

4
3
9
,
7
0
0

4
9
4
,
6
0
0

4
2
3
4
,
7
0
0

2
5
5
,
3
0
0

2
7
7
,
9
0
0

3
1
3
,
5
0
0

3
5
1
,
3
0
0

3
7
3
,
6
0
0

4
0
4
,
9
0
0

4
4
1
,
3
0
0

4
9
8
,
9
0
0

5
2
3
7
,
0
0
0

2
5
7
,
5
0
0

2
8
0
,
0
0
0

3
1
4
,
1
0
0

3
5
2
,
9
0
0

3
7
5
,
2
0
0

4
0
6
,
4
0
0

4
4
2
,
7
0
0

5
0
2
,
9
0
0

6
2
3
9
,
4
0
0

2
5
9
,
5
0
0

2
8
1
,
3
0
0

3
1
4
,
8
0
0

3
5
4
,
3
0
0

3
7
7
,
0
0
0

4
0
8
,
0
0
0

4
4
4
,
3
0
0

5
0
6
,
3
0
0

7
2
4
1
,
8
0
0

2
6
1
,
5
0
0

2
8
2
,
6
0
0

3
1
5
,
4
0
0

3
5
5
,
6
0
0

3
7
8
,
6
0
0

4
0
9
,
6
0
0

4
4
5
,
7
0
0

5
0
9
,
3
0
0

8
2
4
4
,
1
0
0

2
6
3
,
3
0
0

2
8
3
,
9
0
0

3
1
6
,
1
0
0

3
5
6
,
9
0
0

3
8
0
,
1
0
0

4
1
1
,
2
0
0

4
4
7
,
1
0
0

5
1
1
,
8
0
0

9
2
4
6
,
3
0
0

2
6
5
,
1
0
0

2
8
5
,
2
0
0

3
1
6
,
7
0
0

3
5
8
,
2
0
0

3
8
1
,
7
0
0

4
1
2
,
7
0
0

4
4
8
,
3
0
0

5
1
4
,
0
0
0

1
0

2
4
8
,
4
0
0

2
6
6
,
8
0
0

2
8
6
,
5
0
0

3
1
7
,
4
0
0

3
5
9
,
8
0
0

3
8
3
,
3
0
0

4
1
4
,
4
0
0

4
4
9
,
7
0
0

1
1

2
5
0
,
5
0
0

2
6
8
,
6
0
0

2
8
7
,
7
0
0

3
1
8
,
1
0
0

3
6
1
,
4
0
0

3
8
4
,
9
0
0

4
1
6
,
0
0
0

4
5
1
,
2
0
0

1
2

2
5
2
,
5
0
0

2
7
0
,
0
0
0

2
8
8
,
9
0
0

3
1
8
,
7
0
0

3
6
3
,
0
0
0

3
8
6
,
5
0
0

4
1
7
,
6
0
0

4
5
2
,
7
0
0

1
3

2
5
4
,
5
0
0

2
7
1
,
4
0
0

2
9
0
,
1
0
0

3
1
9
,
4
0
0

3
6
4
,
4
0
0

3
8
8
,
1
0
0

4
1
9
,
1
0
0

4
5
4
,
1
0
0

1
4

2
5
6
,
5
0
0

2
7
3
,
2
0
0

2
9
1
,
1
0
0

3
2
0
,
1
0
0

3
6
6
,
0
0
0

3
8
9
,
8
0
0

4
2
1
,
1
0
0

4
5
5
,
8
0
0

1
5

2
5
8
,
5
0
0

2
7
4
,
5
0
0

2
9
2
,
1
0
0

3
2
0
,
8
0
0

3
6
7
,
5
0
0

3
9
1
,
4
0
0

4
2
3
,
1
0
0

4
5
7
,
4
0
0

1
6

2
6
0
,
1
0
0

2
7
5
,
9
0
0

2
9
3
,
5
0
0

3
2
1
,
6
0
0

3
6
9
,
0
0
0

3
9
3
,
0
0
0

4
2
5
,
1
0
0

4
5
9
,
0
0
0

1
7

2
6
1
,
7
0
0

2
7
7
,
3
0
0

2
9
4
,
6
0
0

3
2
2
,
3
0
0

3
7
0
,
5
0
0

3
9
4
,
6
0
0

4
2
6
,
7
0
0

4
6
0
,
4
0
0

1
8

2
6
3
,
2
0
0

2
7
8
,
5
0
0

2
9
5
,
8
0
0

3
2
3
,
1
0
0

3
7
2
,
1
0
0

3
9
6
,
2
0
0

4
2
8
,
4
0
0

4
6
2
,
1
0
0

1
9

2
6
4
,
7
0
0

2
7
9
,
8
0
0

2
9
6
,
9
0
0

3
2
4
,
1
0
0

3
7
3
,
6
0
0

3
9
7
,
8
0
0

4
3
0
,
0
0
0

4
6
3
,
8
0
0

2
0

2
6
6
,
2
0
0

2
8
0
,
9
0
0

2
9
8
,
0
0
0

3
2
4
,
9
0
0

3
7
5
,
1
0
0

3
9
9
,
4
0
0

4
3
1
,
7
0
0

4
6
5
,
4
0
0

2
1

2
6
7
,
8
0
0

2
8
2
,
2
0
0

2
9
9
,
2
0
0

3
2
5
,
8
0
0

3
7
6
,
7
0
0

4
0
0
,
8
0
0

4
3
3
,
3
0
0

4
6
6
,
8
0
0

2
2

2
6
9
,
3
0
0

2
8
3
,
3
0
0

2
9
9
,
8
0
0

3
2
6
,
9
0
0

3
7
8
,
3
0
0

4
0
2
,
5
0
0

4
3
4
,
8
0
0

4
6
7
,
5
0
0

2
3

2
7
0
,
8
0
0

2
8
4
,
5
0
0

3
0
0
,
3
0
0

3
2
8
,
3
0
0

3
7
9
,
9
0
0

4
0
4
,
2
0
0

4
3
6
,
3
0
0

4
6
8
,
3
0
0

2
4

2
7
2
,
4
0
0

2
8
5
,
6
0
0

3
0
0
,
9
0
0

3
2
9
,
6
0
0

3
8
1
,
5
0
0

4
0
5
,
9
0
0

4
3
7
,
7
0
0

4
6
9
,
0
0
0

2
5

2
7
3
,
8
0
0

2
8
6
,
9
0
0

3
0
1
,
3
0
0

3
3
0
,
8
0
0

3
8
2
,
9
0
0

4
0
7
,
6
0
0

4
3
9
,
0
0
0

4
6
9
,
4
0
0

2
6

2
7
5
,
0
0
0

2
8
8
,
2
0
0

3
0
1
,
9
0
0

3
3
2
,
3
0
0

3
8
4
,
6
0
0

4
0
9
,
6
0
0

4
4
0
,
5
0
0

4
6
9
,
9
0
0

2
7

2
7
6
,
2
0
0

2
8
9
,
4
0
0

3
0
2
,
4
0
0

3
3
3
,
6
0
0

3
8
6
,
3
0
0

4
1
1
,
6
0
0

4
4
2
,
0
0
0

4
7
0
,
5
0
0

2
8

2
7
7
,
4
0
0

2
9
0
,
6
0
0

3
0
2
,
9
0
0

3
3
4
,
7
0
0

3
8
7
,
9
0
0

4
1
3
,
5
0
0

4
4
3
,
4
0
0

4
7
1
,
1
0
0

2
9

2
7
8
,
6
0
0

2
9
1
,
5
0
0

3
0
3
,
3
0
0

3
3
5
,
6
0
0

3
8
9
,
6
0
0

4
1
5
,
2
0
0

4
4
4
,
9
0
0

4
7
1
,
7
0
0

3
0

2
7
9
,
7
0
0

2
9
2
,
5
0
0

3
0
3
,
9
0
0

3
3
6
,
8
0
0

3
9
1
,
2
0
0

4
1
6
,
6
0
0

4
4
6
,
2
0
0

4
7
2
,
4
0
0

3
1

2
8
0
,
8
0
0

2
9
3
,
6
0
0

3
0
4
,
4
0
0

3
3
7
,
8
0
0

3
9
2
,
8
0
0

4
1
7
,
7
0
0

4
4
7
,
4
0
0

4
7
2
,
9
0
0

3
2

2
8
2
,
0
0
0

2
9
4
,
7
0
0

3
0
4
,
9
0
0

3
3
8
,
9
0
0

3
9
4
,
4
0
0

4
1
9
,
0
0
0

4
4
8
,
6
0
0

4
7
3
,
4
0
0

3
3

2
8
3
,
3
0
0

2
9
6
,
0
0
0

3
0
5
,
4
0
0

3
4
0
,
1
0
0

3
9
6
,
2
0
0

4
2
0
,
1
0
0

4
4
9
,
6
0
0

4
7
3
,
9
0
0

3
4

2
8
4
,
6
0
0

2
9
6
,
5
0
0

3
0
6
,
0
0
0

3
4
1
,
3
0
0

3
9
8
,
2
0
0

4
2
1
,
2
0
0

4
5
0
,
3
0
0

4
7
4
,
2
0
0

3
5

2
8
5
,
8
0
0

2
9
7
,
1
0
0

3
0
6
,
4
0
0

3
4
2
,
5
0
0

4
0
0
,
2
0
0

4
2
2
,
2
0
0

4
5
1
,
0
0
0

4
7
4
,
5
0
0

3
6

2
8
7
,
1
0
0

2
9
7
,
7
0
0

3
0
6
,
9
0
0

3
4
3
,
6
0
0

4
0
2
,
2
0
0

4
2
3
,
2
0
0

4
5
1
,
7
0
0

4
7
4
,
9
0
0

3
7

2
8
8
,
0
0
0

2
9
8
,
1
0
0

3
0
7
,
4
0
0

3
4
4
,
7
0
0

4
0
3
,
9
0
0

4
2
4
,
4
0
0

4
5
2
,
2
0
0

4
7
5
,
2
0
0

公
　
安
　
職
　
給
　
料
　
表

職
員

の
区

分
号

俸

議 第 172 号 議 案 －15－



3
8

2
8
9
,
0
0
0

2
9
8
,
7
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
4
5
,
9
0
0

4
0
5
,
6
0
0

4
2
5
,
4
0
0

4
5
2
,
6
0
0

4
7
5
,
4
0
0

3
9

2
9
0
,
1
0
0

2
9
9
,
3
0
0

3
0
8
,
6
0
0

3
4
7
,
1
0
0

4
0
7
,
1
0
0

4
2
6
,
5
0
0

4
5
3
,
1
0
0

4
7
5
,
7
0
0

4
0

2
9
1
,
2
0
0

2
9
9
,
8
0
0

3
0
9
,
1
0
0

3
4
8
,
3
0
0

4
0
8
,
6
0
0

4
2
7
,
6
0
0

4
5
3
,
4
0
0

4
7
5
,
9
0
0

4
1

2
9
2
,
4
0
0

3
0
0
,
2
0
0

3
0
9
,
7
0
0

3
4
9
,
4
0
0

4
0
9
,
9
0
0

4
2
8
,
8
0
0

4
5
3
,
7
0
0

4
7
6
,
2
0
0

4
2

2
9
3
,
0
0
0

3
0
0
,
8
0
0

3
1
0
,
4
0
0

3
5
0
,
4
0
0

4
1
0
,
9
0
0

4
2
9
,
6
0
0

4
5
4
,
0
0
0

4
7
6
,
4
0
0

4
3

2
9
3
,
6
0
0

3
0
1
,
4
0
0

3
1
1
,
1
0
0

3
5
1
,
7
0
0

4
1
1
,
9
0
0

4
3
0
,
4
0
0

4
5
4
,
3
0
0

4
7
6
,
6
0
0

4
4

2
9
4
,
1
0
0

3
0
2
,
0
0
0

3
1
1
,
7
0
0

3
5
2
,
9
0
0

4
1
2
,
9
0
0

4
3
1
,
0
0
0

4
5
4
,
6
0
0

4
7
6
,
8
0
0

4
5

2
9
4
,
5
0
0

3
0
2
,
3
0
0

3
1
2
,
3
0
0

3
5
4
,
0
0
0

4
1
3
,
9
0
0

4
3
1
,
5
0
0

4
5
4
,
8
0
0

4
7
7
,
2
0
0

4
6

2
9
5
,
1
0
0

3
0
2
,
8
0
0

3
1
3
,
1
0
0

3
5
5
,
3
0
0

4
1
5
,
0
0
0

4
3
2
,
2
0
0

4
5
5
,
1
0
0

4
7

2
9
5
,
6
0
0

3
0
3
,
3
0
0

3
1
3
,
9
0
0

3
5
6
,
5
0
0

4
1
6
,
1
0
0

4
3
2
,
9
0
0

4
5
5
,
4
0
0

4
8

2
9
6
,
1
0
0

3
0
3
,
8
0
0

3
1
4
,
6
0
0

3
5
7
,
7
0
0

4
1
7
,
2
0
0

4
3
3
,
5
0
0

4
5
5
,
6
0
0

4
9

2
9
6
,
5
0
0

3
0
4
,
3
0
0

3
1
5
,
4
0
0

3
5
8
,
9
0
0

4
1
8
,
5
0
0

4
3
4
,
2
0
0

4
5
5
,
9
0
0

5
0

2
9
7
,
0
0
0

3
0
4
,
8
0
0

3
1
6
,
4
0
0

3
6
0
,
2
0
0

4
1
9
,
3
0
0

4
3
4
,
6
0
0

4
5
6
,
2
0
0

5
1

2
9
7
,
5
0
0

3
0
5
,
4
0
0

3
1
7
,
4
0
0

3
6
1
,
5
0
0

4
2
0
,
1
0
0

4
3
5
,
2
0
0

4
5
6
,
5
0
0

5
2

2
9
8
,
0
0
0

3
0
5
,
9
0
0

3
1
8
,
4
0
0

3
6
2
,
9
0
0

4
2
0
,
7
0
0

4
3
5
,
8
0
0

4
5
6
,
8
0
0

5
3

2
9
8
,
5
0
0

3
0
6
,
5
0
0

3
1
9
,
4
0
0

3
6
3
,
8
0
0

4
2
1
,
2
0
0

4
3
6
,
2
0
0

4
5
7
,
0
0
0

5
4

2
9
9
,
1
0
0

3
0
7
,
1
0
0

3
2
0
,
5
0
0

3
6
5
,
1
0
0

4
2
1
,
9
0
0

4
3
6
,
6
0
0

4
5
7
,
3
0
0

5
5

2
9
9
,
5
0
0
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3
0
0
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,
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1
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0
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5
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9
9
,
9
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0
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,
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7
,
5
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0
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,
3
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0
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5
7

3
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3
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9
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,
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0
0
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9
,
8
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0
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2
4
,
3
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0
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3
8
,
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0

4
5
8
,
4
0
0

5
9
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0
1
,
4
0
0
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1
0
,
7
0
0
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2
5
,
8
0
0
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7
1
,
2
0
0

4
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5
,
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0
0

4
3
9
,
1
0
0

4
5
8
,
7
0
0

6
0

3
0
1
,
8
0
0
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1
1
,
4
0
0
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2
7
,
0
0
0
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7
2
,
7
0
0

4
2
5
,
5
0
0

4
3
9
,
5
0
0

4
5
8
,
9
0
0

6
1

3
0
2
,
4
0
0

3
1
2
,
2
0
0

3
2
7
,
7
0
0

3
7
4
,
1
0
0

4
2
5
,
9
0
0

4
3
9
,
9
0
0

4
5
9
,
1
0
0

6
2

3
0
2
,
7
0
0

3
1
3
,
0
0
0

3
2
8
,
8
0
0

3
7
5
,
6
0
0

4
2
6
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3
0
0

4
4
0
,
2
0
0

4
5
9
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4
0
0

6
3

3
0
3
,
2
0
0

3
1
3
,
8
0
0

3
2
9
,
9
0
0

3
7
7
,
1
0
0

4
2
6
,
8
0
0

4
4
0
,
5
0
0

4
5
9
,
7
0
0

6
4

3
0
3
,
6
0
0

3
1
4
,
7
0
0

3
3
1
,
0
0
0

3
7
8
,
5
0
0

4
2
7
,
3
0
0

4
4
0
,
8
0
0

4
6
0
,
0
0
0

6
5

3
0
4
,
1
0
0

3
1
5
,
5
0
0

3
3
2
,
0
0
0

3
7
9
,
7
0
0

4
2
7
,
8
0
0

4
4
1
,
1
0
0

4
6
0
,
2
0
0

6
6

3
0
4
,
6
0
0

3
1
6
,
3
0
0

3
3
3
,
1
0
0

3
8
1
,
2
0
0

4
2
8
,
2
0
0

4
4
1
,
4
0
0

4
6
0
,
5
0
0

6
7

3
0
5
,
0
0
0

3
1
7
,
1
0
0

3
3
4
,
2
0
0

3
8
2
,
5
0
0

4
2
8
,
7
0
0

4
4
1
,
7
0
0

4
6
0
,
8
0
0

6
8

3
0
5
,
4
0
0

3
1
7
,
9
0
0

3
3
5
,
3
0
0

3
8
3
,
9
0
0

4
2
9
,
2
0
0

4
4
1
,
9
0
0

4
6
1
,
1
0
0

6
9

3
0
5
,
9
0
0

3
1
8
,
8
0
0

3
3
6
,
3
0
0

3
8
5
,
0
0
0

4
2
9
,
7
0
0

4
4
2
,
1
0
0

4
6
1
,
3
0
0

7
0

3
0
6
,
3
0
0

3
1
9
,
7
0
0

3
3
7
,
4
0
0

3
8
6
,
2
0
0

4
3
0
,
2
0
0

4
4
2
,
4
0
0

4
6
1
,
6
0
0

7
1

3
0
6
,
7
0
0

3
2
0
,
6
0
0

3
3
8
,
6
0
0

3
8
7
,
4
0
0

4
3
0
,
8
0
0

4
4
2
,
7
0
0

4
6
1
,
9
0
0

7
2

3
0
7
,
2
0
0

3
2
1
,
5
0
0

3
3
9
,
8
0
0

3
8
8
,
6
0
0

4
3
1
,
3
0
0

4
4
2
,
8
0
0

4
6
2
,
2
0
0

7
3

3
0
7
,
7
0
0

3
2
2
,
1
0
0

3
4
0
,
6
0
0

3
8
9
,
9
0
0

4
3
1
,
7
0
0

4
4
3
,
0
0
0

4
6
2
,
4
0
0

7
4

3
0
8
,
3
0
0

3
2
3
,
0
0
0

3
4
1
,
8
0
0

3
9
1
,
1
0
0

4
3
2
,
3
0
0

4
4
3
,
3
0
0

7
5

3
0
8
,
9
0
0

3
2
3
,
9
0
0

3
4
3
,
1
0
0

3
9
2
,
3
0
0

4
3
2
,
8
0
0

4
4
3
,
6
0
0

7
6

3
0
9
,
3
0
0

3
2
4
,
7
0
0

3
4
4
,
4
0
0

3
9
3
,
4
0
0

4
3
3
,
0
0
0

4
4
3
,
8
0
0

7
7

3
0
9
,
8
0
0

3
2
5
,
2
0
0

3
4
5
,
7
0
0

3
9
4
,
6
0
0

4
3
3
,
3
0
0

4
4
4
,
0
0
0

7
8

3
1
0
,
3
0
0

3
2
6
,
2
0
0

3
4
7
,
1
0
0

3
9
5
,
8
0
0

4
3
3
,
8
0
0

4
4
4
,
3
0
0

7
9

3
1
0
,
9
0
0

3
2
7
,
1
0
0

3
4
8
,
5
0
0

3
9
6
,
9
0
0

4
3
4
,
1
0
0

4
4
4
,
6
0
0

8
0

3
1
1
,
5
0
0

3
2
8
,
1
0
0

3
4
9
,
9
0
0

3
9
8
,
1
0
0

4
3
4
,
4
0
0

4
4
4
,
8
0
0

8
1

3
1
2
,
0
0
0

3
2
9
,
0
0
0

3
5
1
,
3
0
0

3
9
9
,
2
0
0

4
3
4
,
7
0
0

4
4
5
,
0
0
0

8
2

3
1
2
,
4
0
0

3
3
0
,
0
0
0

3
5
3
,
0
0
0

3
9
9
,
8
0
0

4
3
5
,
1
0
0

4
4
5
,
3
0
0

8
3

3
1
3
,
2
0
0

3
3
1
,
0
0
0

3
5
4
,
4
0
0

4
0
0
,
3
0
0

4
3
5
,
5
0
0

4
4
5
,
6
0
0

8
4

3
1
3
,
8
0
0

3
3
2
,
0
0
0

3
5
5
,
9
0
0

4
0
0
,
8
0
0

4
3
5
,
9
0
0

4
4
5
,
8
0
0

8
5

3
1
4
,
4
0
0

3
3
2
,
9
0
0

3
5
7
,
3
0
0

4
0
1
,
4
0
0

4
3
6
,
2
0
0

4
4
6
,
0
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員
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8
6

3
1
5
,
0
0
0

3
3
3
,
9
0
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3
5
8
,
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0
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4
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,
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,
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0
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,
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1
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4
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1
,
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0

4
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3
,
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0

4
3
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,
4
0
0

8
9

3
1
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,
1
0
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3
6
,
7
0
0

3
6
3
,
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0

4
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3
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0
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4
3
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,
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0

9
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3
1
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,
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1
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3
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9
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,
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3
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9
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9
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8
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1
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8
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8
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9
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9
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8
8
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9
,
6
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0

3
6
9
,
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0
0

3
9
0
,
5
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0

4
1
7
,
3
0
0

1
2
1

3
4
0
,
2
0
0

3
6
9
,
9
0
0

3
9
0
,
7
0
0

4
1
7
,
7
0
0

1
2
2

3
4
0
,
5
0
0

3
7
0
,
3
0
0

3
9
1
,
2
0
0

4
1
8
,
2
0
0

1
2
3

3
4
1
,
0
0
0

3
7
0
,
7
0
0

3
9
1
,
7
0
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4
1
8
,
6
0
0

1
2
4

3
4
1
,
5
0
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3
7
1
,
1
0
0

3
9
2
,
1
0
0

4
1
9
,
1
0
0

1
2
5

3
4
1
,
8
0
0

3
7
1
,
5
0
0

3
9
2
,
6
0
0

4
1
9
,
5
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1
2
6

3
7
1
,
9
0
0

3
9
3
,
2
0
0

1
2
7

3
7
2
,
3
0
0

3
9
3
,
7
0
0

1
2
8

3
7
2
,
7
0
0

3
9
4
,
2
0
0

1
2
9

3
7
3
,
1
0
0

3
9
4
,
5
0
0

1
3
0

3
7
3
,
5
0
0

3
9
5
,
0
0
0

1
3
1

3
7
3
,
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3
9
5
,
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3
7
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,
3
0
0

3
9
6
,
0
0
0
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備
考

 
こ
の
表
は
、
警
察
官
に
適
用
す
る
。
 

 

1
3
3

3
7
4
,
5
0
0

3
9
6
,
3
0
0

1
3
4

3
7
5
,
0
0
0

3
9
6
,
8
0
0

1
3
5

3
7
5
,
3
0
0

3
9
7
,
2
0
0

1
3
6

3
7
5
,
6
0
0

3
9
7
,
6
0
0

1
3
7

3
7
5
,
9
0
0

3
9
7
,
9
0
0

1
3
8

3
7
6
,
3
0
0

3
9
8
,
3
0
0

1
3
9

3
7
6
,
8
0
0

3
9
8
,
8
0
0

1
4
0

3
7
7
,
3
0
0

3
9
9
,
3
0
0

1
4
1

3
7
7
,
6
0
0

3
9
9
,
6
0
0

1
4
2

3
7
8
,
2
0
0

1
4
3

3
7
8
,
7
0
0

1
4
4

3
7
9
,
2
0
0

1
4
5

3
7
9
,
5
0
0

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

2
5
7
,
4
0
0

2
6
9
,
6
0
0

2
7
4
,
2
0
0

3
0
7
,
0
0
0

3
2
4
,
5
0
0

3
3
9
,
2
0
0

3
6
3
,
6
0
0

4
0
0
,
2
0
0

4
3
3
,
3
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
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別
表
第
３
（
第
４
条
関
係
）

ア
教

育
職

給
料

表
(
1
)

職
務

の
級

１
　

級
２

　
級

特
２

級
３

　
級

４
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円

1
2
1
4
,
6
0
0

2
6
1
,
9
0
0

3
3
5
,
2
0
0

3
9
2
,
5
0
0

4
6
8
,
5
0
0

2
2
1
7
,
0
0
0

2
6
3
,
3
0
0

3
3
7
,
0
0
0

3
9
4
,
0
0
0

4
7
0
,
3
0
0

3
2
1
9
,
4
0
0

2
6
4
,
7
0
0

3
3
8
,
8
0
0

3
9
5
,
4
0
0

4
7
2
,
1
0
0

4
2
2
1
,
7
0
0

2
6
6
,
1
0
0

3
4
0
,
5
0
0

3
9
6
,
8
0
0

4
7
3
,
9
0
0

5
2
2
3
,
9
0
0

2
6
7
,
6
0
0

3
4
2
,
1
0
0

3
9
8
,
2
0
0

4
7
5
,
6
0
0

6
2
2
6
,
2
0
0

2
6
8
,
8
0
0

3
4
4
,
1
0
0

3
9
9
,
6
0
0

4
7
7
,
3
0
0

7
2
2
8
,
4
0
0

2
7
0
,
1
0
0

3
4
6
,
0
0
0

4
0
1
,
1
0
0

4
7
9
,
2
0
0

8
2
3
0
,
7
0
0

2
7
1
,
2
0
0

3
4
7
,
8
0
0

4
0
2
,
6
0
0

4
8
1
,
0
0
0

9
2
3
2
,
9
0
0

2
7
2
,
5
0
0

3
4
9
,
6
0
0

4
0
3
,
9
0
0

4
8
2
,
8
0
0

1
0

2
3
5
,
1
0
0

2
7
3
,
6
0
0

3
5
1
,
6
0
0

4
0
5
,
3
0
0

4
8
4
,
4
0
0

1
1

2
3
7
,
3
0
0

2
7
4
,
7
0
0

3
5
3
,
5
0
0

4
0
6
,
8
0
0

4
8
6
,
0
0
0

1
2

2
3
9
,
5
0
0

2
7
5
,
9
0
0

3
5
5
,
1
0
0

4
0
8
,
3
0
0

4
8
7
,
5
0
0

1
3

2
4
1
,
8
0
0

2
7
7
,
3
0
0

3
5
6
,
8
0
0

4
0
9
,
6
0
0

4
8
9
,
0
0
0

1
4

2
4
3
,
9
0
0

2
7
8
,
9
0
0

3
5
8
,
5
0
0

4
1
1
,
1
0
0

4
9
0
,
3
0
0

1
5

2
4
6
,
0
0
0

2
8
0
,
6
0
0

3
6
0
,
1
0
0

4
1
2
,
6
0
0

4
9
1
,
7
0
0

1
6

2
4
8
,
1
0
0

2
8
2
,
3
0
0

3
6
1
,
7
0
0

4
1
4
,
2
0
0

4
9
3
,
0
0
0

1
7

2
5
0
,
1
0
0

2
8
4
,
0
0
0

3
6
3
,
3
0
0

4
1
5
,
6
0
0

4
9
4
,
2
0
0

1
8

2
5
2
,
0
0
0

2
8
6
,
1
0
0

3
6
4
,
6
0
0

4
1
7
,
2
0
0

4
9
4
,
8
0
0

1
9

2
5
3
,
7
0
0

2
8
8
,
3
0
0

3
6
5
,
8
0
0

4
1
8
,
8
0
0

4
9
5
,
4
0
0

2
0

2
5
5
,
5
0
0

2
9
0
,
6
0
0

3
6
7
,
0
0
0

4
2
0
,
3
0
0

4
9
6
,
1
0
0

2
1

2
5
7
,
2
0
0

2
9
2
,
8
0
0

3
6
8
,
3
0
0

4
2
1
,
5
0
0

4
9
6
,
8
0
0

2
2

2
5
8
,
5
0
0

2
9
5
,
0
0
0

3
6
9
,
9
0
0

4
2
2
,
9
0
0

2
3

2
5
9
,
8
0
0

2
9
7
,
2
0
0

3
7
1
,
5
0
0

4
2
4
,
3
0
0

2
4

2
6
1
,
0
0
0

2
9
9
,
3
0
0

3
7
3
,
0
0
0

4
2
5
,
7
0
0

2
5

2
6
2
,
2
0
0

3
0
1
,
3
0
0

3
7
4
,
4
0
0

4
2
7
,
3
0
0

2
6

2
6
3
,
4
0
0

3
0
3
,
3
0
0

3
7
6
,
0
0
0

4
2
8
,
7
0
0

2
7

2
6
4
,
6
0
0

3
0
5
,
2
0
0

3
7
7
,
6
0
0

4
3
0
,
0
0
0

2
8

2
6
5
,
8
0
0

3
0
7
,
0
0
0

3
7
9
,
1
0
0

4
3
1
,
4
0
0

2
9

2
6
7
,
0
0
0

3
0
8
,
8
0
0

3
8
0
,
6
0
0

4
3
2
,
8
0
0

3
0

2
6
7
,
9
0
0

3
1
0
,
7
0
0

3
8
2
,
2
0
0

4
3
4
,
1
0
0

3
1

2
6
9
,
0
0
0

3
1
2
,
5
0
0

3
8
3
,
8
0
0

4
3
5
,
6
0
0

3
2

2
7
0
,
1
0
0

3
1
4
,
2
0
0

3
8
5
,
3
0
0

4
3
7
,
1
0
0

3
3

2
7
1
,
2
0
0

3
1
6
,
0
0
0

3
8
6
,
8
0
0

4
3
8
,
8
0
0

教
　
育
　
職
　
給
　
料
　
表

職
員

の
区

分
号

俸
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3
4

2
7
2
,
3
0
0

3
1
7
,
8
0
0

3
8
8
,
4
0
0

4
4
0
,
2
0
0

3
5

2
7
3
,
5
0
0

3
1
9
,
5
0
0

3
8
9
,
9
0
0

4
4
1
,
8
0
0

3
6

2
7
4
,
8
0
0

3
2
1
,
1
0
0

3
9
1
,
4
0
0

4
4
3
,
3
0
0

3
7

2
7
6
,
0
0
0

3
2
2
,
7
0
0

3
9
2
,
9
0
0

4
4
5
,
0
0
0

3
8

2
7
7
,
1
0
0

3
2
4
,
4
0
0

3
9
4
,
4
0
0

4
4
6
,
5
0
0

3
9

2
7
8
,
3
0
0

3
2
6
,
2
0
0

3
9
5
,
9
0
0

4
4
8
,
1
0
0

4
0

2
7
9
,
4
0
0

3
2
7
,
9
0
0

3
9
7
,
3
0
0

4
4
9
,
7
0
0

4
1

2
8
0
,
7
0
0

3
2
9
,
3
0
0

3
9
8
,
6
0
0

4
5
1
,
2
0
0

4
2

2
8
1
,
7
0
0

3
3
1
,
1
0
0

4
0
0
,
1
0
0

4
5
2
,
8
0
0

4
3

2
8
2
,
7
0
0

3
3
2
,
9
0
0

4
0
1
,
6
0
0

4
5
4
,
0
0
0

4
4

2
8
3
,
6
0
0

3
3
4
,
7
0
0

4
0
3
,
0
0
0

4
5
5
,
2
0
0

4
5

2
8
4
,
3
0
0

3
3
6
,
2
0
0

4
0
4
,
5
0
0

4
5
6
,
4
0
0

4
6

2
8
5
,
1
0
0

3
3
8
,
1
0
0

4
0
6
,
1
0
0

4
5
7
,
7
0
0

4
7

2
8
5
,
9
0
0

3
3
9
,
9
0
0

4
0
7
,
7
0
0

4
5
8
,
9
0
0

4
8

2
8
6
,
7
0
0

3
4
1
,
6
0
0

4
0
9
,
1
0
0

4
6
0
,
1
0
0

4
9

2
8
7
,
4
0
0

3
4
3
,
3
0
0

4
1
0
,
4
0
0

4
6
1
,
2
0
0

5
0

2
8
8
,
2
0
0

3
4
5
,
0
0
0

4
1
1
,
8
0
0

4
6
2
,
4
0
0

5
1

2
8
8
,
9
0
0

3
4
6
,
8
0
0

4
1
3
,
2
0
0

4
6
3
,
6
0
0

5
2

2
8
9
,
8
0
0

3
4
8
,
5
0
0

4
1
4
,
5
0
0

4
6
4
,
8
0
0

5
3

2
9
0
,
6
0
0

3
5
0
,
2
0
0

4
1
5
,
7
0
0

4
6
6
,
0
0
0

5
4

2
9
1
,
4
0
0

3
5
1
,
5
0
0

4
1
6
,
9
0
0

4
6
7
,
3
0
0

5
5

2
9
2
,
0
0
0

3
5
2
,
9
0
0

4
1
8
,
2
0
0

4
6
8
,
5
0
0

5
6

2
9
2
,
8
0
0

3
5
4
,
2
0
0

4
1
9
,
5
0
0

4
6
9
,
7
0
0

5
7

2
9
3
,
5
0
0

3
5
5
,
7
0
0

4
2
0
,
8
0
0

4
7
0
,
8
0
0

5
8

2
9
4
,
1
0
0

3
5
7
,
3
0
0

4
2
2
,
1
0
0

4
7
1
,
4
0
0

5
9

2
9
4
,
9
0
0

3
5
8
,
8
0
0

4
2
3
,
5
0
0

4
7
1
,
9
0
0

6
0

2
9
5
,
8
0
0

3
6
0
,
4
0
0

4
2
4
,
8
0
0

4
7
2
,
4
0
0

6
1

2
9
6
,
5
0
0

3
6
1
,
8
0
0

4
2
6
,
0
0
0

4
7
2
,
9
0
0

6
2

2
9
7
,
1
0
0

3
6
3
,
4
0
0

4
2
7
,
4
0
0

4
7
3
,
5
0
0

6
3

2
9
7
,
9
0
0

3
6
5
,
1
0
0

4
2
8
,
8
0
0

4
7
4
,
0
0
0

6
4

2
9
8
,
5
0
0

3
6
6
,
5
0
0

4
3
0
,
1
0
0

4
7
4
,
5
0
0

6
5

2
9
9
,
5
0
0

3
6
8
,
0
0
0

4
3
1
,
3
0
0

4
7
5
,
0
0
0

6
6

3
0
0
,
3
0
0

3
6
9
,
6
0
0

4
3
2
,
5
0
0

4
7
5
,
6
0
0

6
7

3
0
1
,
0
0
0

3
7
1
,
2
0
0

4
3
3
,
8
0
0

4
7
6
,
1
0
0

6
8

3
0
1
,
8
0
0

3
7
2
,
7
0
0

4
3
5
,
2
0
0

4
7
6
,
6
0
0

6
9

3
0
2
,
3
0
0

3
7
4
,
2
0
0

4
3
6
,
5
0
0

4
7
7
,
1
0
0

7
0

3
0
3
,
0
0
0

3
7
5
,
8
0
0

4
3
7
,
7
0
0

7
1

3
0
3
,
7
0
0

3
7
7
,
3
0
0

4
3
8
,
8
0
0

7
2

3
0
4
,
4
0
0

3
7
8
,
8
0
0

4
4
0
,
0
0
0

7
3

3
0
5
,
1
0
0

3
8
0
,
3
0
0

4
4
1
,
2
0
0

7
4

3
0
5
,
8
0
0

3
8
1
,
9
0
0

4
4
2
,
3
0
0

7
5

3
0
6
,
6
0
0

3
8
3
,
5
0
0

4
4
3
,
5
0
0

7
6

3
0
7
,
0
0
0

3
8
5
,
0
0
0

4
4
4
,
5
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員
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7
7

3
0
7
,
6
0
0

3
8
6
,
4
0
0

4
4
5
,
6
0
0

7
8

3
0
8
,
3
0
0

3
8
7
,
8
0
0

4
4
6
,
6
0
0

7
9

3
0
9
,
0
0
0

3
8
9
,
3
0
0

4
4
7
,
6
0
0

8
0

3
0
9
,
6
0
0

3
9
0
,
6
0
0

4
4
8
,
6
0
0

8
1

3
1
0
,
1
0
0

3
9
1
,
9
0
0

4
4
9
,
5
0
0

8
2

3
1
0
,
7
0
0

3
9
3
,
3
0
0

4
5
0
,
3
0
0

8
3

3
1
1
,
4
0
0

3
9
4
,
6
0
0

4
5
1
,
1
0
0

8
4

3
1
2
,
1
0
0

3
9
6
,
0
0
0

4
5
1
,
9
0
0

8
5

3
1
2
,
6
0
0

3
9
7
,
1
0
0

4
5
2
,
7
0
0

8
6

3
1
3
,
5
0
0

3
9
8
,
5
0
0

4
5
3
,
1
0
0

8
7

3
1
4
,
2
0
0

3
9
9
,
8
0
0

4
5
3
,
5
0
0

8
8

3
1
4
,
8
0
0

4
0
1
,
1
0
0

4
5
3
,
9
0
0

8
9

3
1
5
,
5
0
0

4
0
2
,
3
0
0

4
5
4
,
3
0
0

9
0

3
1
6
,
3
0
0

4
0
3
,
6
0
0

4
5
4
,
6
0
0

9
1

3
1
7
,
1
0
0

4
0
4
,
7
0
0

4
5
4
,
9
0
0

9
2

3
1
7
,
9
0
0

4
0
5
,
9
0
0

4
5
5
,
1
0
0

9
3

3
1
8
,
4
0
0

4
0
7
,
1
0
0

4
5
5
,
4
0
0

9
4

3
1
9
,
2
0
0

4
0
8
,
2
0
0

4
5
5
,
7
0
0

9
5

3
2
0
,
0
0
0

4
0
9
,
5
0
0

4
5
6
,
0
0
0

9
6

3
2
0
,
8
0
0

4
1
0
,
7
0
0

4
5
6
,
2
0
0

9
7

3
2
1
,
5
0
0

4
1
2
,
1
0
0

4
5
6
,
4
0
0

9
8

3
2
2
,
2
0
0

4
1
3
,
1
0
0

9
9

3
2
3
,
0
0
0

4
1
4
,
1
0
0

1
0
0

3
2
3
,
7
0
0

4
1
5
,
1
0
0

1
0
1

3
2
4
,
5
0
0

4
1
6
,
0
0
0

1
0
2

3
2
5
,
3
0
0

4
1
7
,
0
0
0

1
0
3

3
2
6
,
2
0
0

4
1
8
,
1
0
0

1
0
4

3
2
7
,
0
0
0

4
1
9
,
2
0
0

1
0
5

3
2
7
,
6
0
0

4
1
9
,
9
0
0

1
0
6

3
2
8
,
4
0
0

4
2
0
,
8
0
0

1
0
7

3
2
9
,
2
0
0

4
2
1
,
7
0
0

1
0
8

3
3
0
,
0
0
0

4
2
2
,
6
0
0

1
0
9

3
3
0
,
8
0
0

4
2
3
,
5
0
0

1
1
0

3
3
1
,
2
0
0

4
2
4
,
3
0
0

1
1
1

3
3
1
,
4
0
0

4
2
5
,
1
0
0

1
1
2

3
3
1
,
9
0
0

4
2
5
,
9
0
0

1
1
3

3
3
2
,
4
0
0

4
2
6
,
5
0
0

1
1
4

3
3
2
,
8
0
0

4
2
7
,
2
0
0

1
1
5

3
3
3
,
3
0
0

4
2
7
,
9
0
0

1
1
6

3
3
3
,
7
0
0

4
2
8
,
6
0
0

1
1
7

3
3
4
,
1
0
0

4
2
9
,
2
0
0

1
1
8

3
3
4
,
7
0
0

4
2
9
,
7
0
0

1
1
9

3
3
5
,
1
0
0

4
3
0
,
1
0
0
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備
考
(
1)
 
 こ

の
表
は
、
高
等
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
 

 
 

 
 
教
諭
、
実
習
助
手
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
 

 
 

 
(
2)

 
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に

7,
7
00

円
を
そ
れ
ぞ
れ
加
 

 
 

 
 
算
し
た
額
と
す
る
。
 

 

1
2
0

3
3
5
,
6
0
0

4
3
0
,
4
0
0

1
2
1

3
3
6
,
1
0
0

4
3
0
,
7
0
0

1
2
2

3
3
6
,
5
0
0

4
3
1
,
0
0
0

1
2
3

3
3
6
,
9
0
0

4
3
1
,
3
0
0

1
2
4

3
3
7
,
4
0
0

4
3
1
,
5
0
0

1
2
5

3
3
7
,
9
0
0

4
3
1
,
7
0
0

1
2
6

3
3
8
,
2
0
0

4
3
2
,
0
0
0

1
2
7

3
3
8
,
5
0
0

4
3
2
,
3
0
0

1
2
8

3
3
8
,
8
0
0

4
3
2
,
5
0
0

1
2
9

3
3
9
,
0
0
0

4
3
2
,
7
0
0

1
3
0

3
3
9
,
3
0
0

4
3
3
,
0
0
0

1
3
1

3
3
9
,
6
0
0

4
3
3
,
3
0
0

1
3
2

3
3
9
,
8
0
0

4
3
3
,
5
0
0

1
3
3

3
4
0
,
0
0
0

4
3
3
,
7
0
0

1
3
4

3
4
0
,
2
0
0

4
3
4
,
0
0
0

1
3
5

3
4
0
,
4
0
0

4
3
4
,
3
0
0

1
3
6

3
4
0
,
7
0
0

4
3
4
,
5
0
0

1
3
7

3
4
1
,
0
0
0

4
3
4
,
7
0
0

1
3
8

3
4
1
,
2
0
0

4
3
5
,
0
0
0

1
3
9

3
4
1
,
5
0
0

4
3
5
,
3
0
0

1
4
0

3
4
1
,
8
0
0

4
3
5
,
5
0
0

1
4
1

3
4
2
,
0
0
0

4
3
5
,
7
0
0

1
4
2

3
4
2
,
2
0
0

4
3
6
,
0
0
0

1
4
3

3
4
2
,
5
0
0

4
3
6
,
3
0
0

1
4
4

3
4
2
,
7
0
0

4
3
6
,
5
0
0

1
4
5

3
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2
4
9
,
2
0
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級
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月
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料

月
額
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料

月
額
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月
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円
円

円
円
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2
1
4
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6
0
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2
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5
,
9
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0

3
3
5
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0
0

3
6
4
,
7
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4
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1
,
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0

2
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1
7
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0
0
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3
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,
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8
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,
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,
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,
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9
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8
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,
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4
,
7
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0
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1
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,
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0
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3
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,
9
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0
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7
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9
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,
7
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0
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6
,
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0
0
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1
1
,
1
0
0

4
3
1
,
9
0
0
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8

2
9
3
,
5
0
0

3
3
8
,
1
0
0

4
1
2
,
1
0
0

4
3
3
,
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0
0

5
9

2
9
4
,
3
0
0

3
3
9
,
9
0
0

4
1
3
,
2
0
0

4
3
4
,
3
0
0
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0
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9
5
,
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0
0

3
4
1
,
6
0
0

4
1
4
,
3
0
0

4
3
5
,
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0
0
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1

2
9
5
,
6
0
0

3
4
3
,
3
0
0

4
1
5
,
3
0
0

4
3
6
,
1
0
0

6
2

2
9
6
,
3
0
0

3
4
5
,
0
0
0

4
1
6
,
4
0
0

4
3
6
,
9
0
0
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3
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9
7
,
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0
0

3
4
6
,
8
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0

4
1
7
,
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0

4
3
7
,
6
0
0

6
4
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9
7
,
6
0
0

3
4
8
,
5
0
0

4
1
8
,
5
0
0

4
3
8
,
2
0
0

6
5

2
9
8
,
2
0
0

3
5
0
,
2
0
0

4
1
9
,
4
0
0

4
3
8
,
5
0
0

6
6

2
9
8
,
9
0
0
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5
1
,
5
0
0

4
2
0
,
3
0
0

4
3
8
,
8
0
0

6
7

2
9
9
,
5
0
0

3
5
2
,
9
0
0

4
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1
,
3
0
0

4
3
9
,
2
0
0

6
8

3
0
0
,
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0
0

3
5
4
,
2
0
0

4
2
2
,
3
0
0

4
3
9
,
6
0
0
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9

3
0
0
,
8
0
0

3
5
5
,
7
0
0

4
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3
,
1
0
0

4
3
9
,
9
0
0
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0

3
0
1
,
5
0
0

3
5
7
,
1
0
0
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2
4
,
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0
0

4
4
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0
0

7
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3
0
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,
1
0
0

3
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8
,
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0
0

4
2
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,
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4
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6
0
0

7
2

3
0
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,
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0
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,
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0
0

4
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0
0

4
4
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0
0

7
3

3
0
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,
3
0
0
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,
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0
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,
2
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0
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3
0
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,
9
0
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0
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0
0

1
1
1

3
1
9
,
6
0
0

4
0
3
,
9
0
0

1
1
2

3
1
9
,
9
0
0

4
0
4
,
8
0
0

1
1
3

3
2
0
,
2
0
0

4
0
5
,
4
0
0

1
1
4

3
2
0
,
4
0
0

4
0
6
,
3
0
0

1
1
5

3
2
0
,
6
0
0

4
0
7
,
2
0
0

1
1
6

3
2
0
,
9
0
0

4
0
8
,
1
0
0

1
1
7

3
2
1
,
2
0
0

4
0
9
,
0
0
0

1
1
8

3
2
1
,
3
0
0

4
0
9
,
7
0
0

1
1
9

3
2
1
,
6
0
0

4
1
0
,
5
0
0
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1
2
0

3
2
1
,
9
0
0

4
1
1
,
3
0
0

1
2
1

3
2
2
,
0
0
0

4
1
1
,
9
0
0

1
2
2

3
2
2
,
2
0
0

4
1
2
,
6
0
0

1
2
3

3
2
2
,
5
0
0

4
1
3
,
3
0
0

1
2
4

3
2
2
,
8
0
0

4
1
3
,
9
0
0

1
2
5

3
2
3
,
0
0
0

4
1
4
,
5
0
0

1
2
6

4
1
5
,
2
0
0

1
2
7

4
1
5
,
7
0
0

1
2
8

4
1
6
,
3
0
0

1
2
9

4
1
6
,
9
0
0

1
3
0

4
1
7
,
5
0
0

1
3
1

4
1
8
,
0
0
0

1
3
2

4
1
8
,
5
0
0

1
3
3

4
1
8
,
8
0
0

1
3
4

4
1
9
,
1
0
0

1
3
5

4
1
9
,
3
0
0

1
3
6

4
1
9
,
6
0
0

1
3
7

4
1
9
,
9
0
0

1
3
8

4
2
0
,
2
0
0

1
3
9

4
2
0
,
5
0
0

1
4
0

4
2
0
,
8
0
0

1
4
1

4
2
1
,
1
0
0

1
4
2

4
2
1
,
4
0
0

1
4
3

4
2
1
,
7
0
0

1
4
4

4
2
2
,
0
0
0

1
4
5

4
2
2
,
3
0
0

1
4
6

4
2
2
,
6
0
0

1
4
7

4
2
2
,
9
0
0

1
4
8

4
2
3
,
1
0
0

1
4
9

4
2
3
,
3
0
0

1
5
0

4
2
3
,
6
0
0

1
5
1

4
2
3
,
9
0
0

1
5
2

4
2
4
,
1
0
0

1
5
3

4
2
4
,
3
0
0

1
5
4

4
2
4
,
6
0
0

1
5
5

4
2
4
,
9
0
0

1
5
6

4
2
5
,
1
0
0

1
5
7

4
2
5
,
3
0
0

1
5
8

4
2
5
,
6
0
0

1
5
9

4
2
5
,
9
0
0

1
6
0

4
2
6
,
1
0
0

1
6
1

4
2
6
,
3
0
0
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備
考
(
1)

 
こ
の
表
は
、
中
学
校
、
小
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
 

 
 

 
 
教
諭
、
助
教
諭
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
 

 
 

 
(
2)

 
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
３
級
で
あ
る
職
員
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に

7,
5
00

円
を
そ
れ
ぞ
れ
加
 

 
 

 
 
算
し
た
額
と
す
る
。
 

 

 

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

円
円

円
円

円

2
4
0
,
3
0
0

2
8
8
,
1
0
0

3
1
6
,
8
0
0

3
4
4
,
3
0
0

4
2
9
,
0
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

議 第 172 号 議 案 －27－



                                                                 

別
表
第
４
（
第
４
条
関
係
）

職
務

の
級

１
　

級
２

　
級

３
　

級
４

　
級

５
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円

1
1
9
7
,
8
0
0

2
4
8
,
8
0
0

3
4
1
,
6
0
0

3
9
1
,
6
0
0

4
6
3
,
8
0
0

2
1
9
8
,
9
0
0

2
5
3
,
2
0
0

3
4
3
,
7
0
0

3
9
3
,
0
0
0

4
7
4
,
1
0
0

3
2
0
0
,
1
0
0

2
5
6
,
0
0
0

3
4
5
,
7
0
0

3
9
4
,
4
0
0

4
8
3
,
8
0
0

4
2
0
1
,
2
0
0

2
5
8
,
7
0
0

3
4
7
,
5
0
0

3
9
5
,
8
0
0

4
9
3
,
8
0
0

5
2
0
2
,
3
0
0

2
6
1
,
3
0
0

3
4
9
,
4
0
0

3
9
7
,
2
0
0

5
0
3
,
8
0
0

6
2
0
4
,
6
0
0

2
6
3
,
0
0
0

3
5
1
,
3
0
0

3
9
8
,
6
0
0

5
1
3
,
9
0
0

7
2
0
6
,
7
0
0

2
6
4
,
5
0
0

3
5
3
,
3
0
0

3
9
9
,
9
0
0

5
2
2
,
7
0
0

8
2
0
8
,
8
0
0

2
6
6
,
0
0
0

3
5
5
,
2
0
0

4
0
1
,
4
0
0

5
3
0
,
7
0
0

9
2
1
0
,
9
0
0

2
6
7
,
6
0
0

3
5
7
,
0
0
0

4
0
2
,
8
0
0

5
3
8
,
5
0
0

1
0

2
1
2
,
9
0
0

2
6
9
,
5
0
0

3
5
8
,
6
0
0

4
0
4
,
3
0
0

5
4
5
,
7
0
0

1
1

2
1
4
,
9
0
0

2
7
1
,
5
0
0

3
6
0
,
1
0
0

4
0
5
,
7
0
0

5
5
1
,
0
0
0

1
2

2
1
7
,
0
0
0

2
7
3
,
4
0
0

3
6
1
,
7
0
0

4
0
7
,
1
0
0

5
5
5
,
6
0
0

1
3

2
1
9
,
0
0
0

2
7
5
,
5
0
0

3
6
3
,
3
0
0

4
0
8
,
4
0
0

5
5
8
,
6
0
0

1
4

2
2
0
,
9
0
0

2
7
7
,
6
0
0

3
6
4
,
6
0
0

4
0
9
,
9
0
0

5
6
0
,
6
0
0

1
5

2
2
2
,
9
0
0

2
7
9
,
8
0
0

3
6
5
,
4
0
0

4
1
1
,
4
0
0

1
6

2
2
4
,
6
0
0

2
8
2
,
0
0
0

3
6
6
,
2
0
0

4
1
3
,
0
0
0

1
7

2
2
6
,
3
0
0

2
8
4
,
2
0
0

3
6
7
,
3
0
0

4
1
4
,
5
0
0

1
8

2
2
8
,
1
0
0

2
8
6
,
5
0
0

3
6
8
,
6
0
0

4
1
6
,
1
0
0

1
9

2
3
0
,
0
0
0

2
8
8
,
9
0
0

3
6
9
,
8
0
0

4
1
7
,
7
0
0

2
0

2
3
1
,
8
0
0

2
9
1
,
3
0
0

3
7
1
,
0
0
0

4
1
9
,
4
0
0

2
1

2
3
3
,
6
0
0

2
9
3
,
6
0
0

3
7
2
,
2
0
0

4
2
0
,
6
0
0

2
2

2
3
5
,
4
0
0

2
9
5
,
7
0
0

3
7
3
,
3
0
0

4
2
2
,
0
0
0

2
3

2
3
7
,
1
0
0

2
9
7
,
8
0
0

3
7
4
,
3
0
0

4
2
3
,
4
0
0

2
4

2
3
8
,
8
0
0

2
9
9
,
8
0
0

3
7
5
,
3
0
0

4
2
4
,
7
0
0

2
5

2
4
0
,
5
0
0

3
0
1
,
8
0
0

3
7
6
,
4
0
0

4
2
6
,
1
0
0

2
6

2
4
2
,
8
0
0

3
0
3
,
8
0
0

3
7
7
,
5
0
0

4
2
7
,
4
0
0

2
7

2
4
4
,
6
0
0

3
0
5
,
7
0
0

3
7
8
,
3
0
0

4
2
8
,
9
0
0

2
8

2
4
6
,
5
0
0

3
0
7
,
6
0
0

3
7
9
,
3
0
0

4
3
0
,
4
0
0

2
9

2
4
8
,
5
0
0

3
0
9
,
5
0
0

3
8
0
,
2
0
0

4
3
1
,
6
0
0

3
0

2
4
9
,
5
0
0

3
1
1
,
0
0
0

3
8
1
,
0
0
0

4
3
2
,
8
0
0

3
1

2
5
0
,
6
0
0

3
1
2
,
5
0
0

3
8
1
,
8
0
0

4
3
4
,
4
0
0

3
2

2
5
1
,
7
0
0

3
1
4
,
0
0
0

3
8
2
,
6
0
0

4
3
5
,
9
0
0

3
3

2
5
3
,
1
0
0

3
1
5
,
6
0
0

3
8
3
,
3
0
0

4
3
7
,
2
0
0

3
4

2
5
4
,
4
0
0

3
1
7
,
1
0
0

3
8
4
,
1
0
0

4
3
8
,
7
0
0

3
5

2
5
5
,
8
0
0

3
1
8
,
6
0
0

3
8
4
,
9
0
0

4
4
0
,
1
0
0

研
　
究
　
職
　
給
　
料
　
表

職
員

の
区

分
号

俸
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3
6

2
5
7
,
2
0
0

3
2
0
,
0
0
0

3
8
5
,
7
0
0

4
4
1
,
5
0
0

3
7

2
5
8
,
7
0
0

3
2
1
,
4
0
0

3
8
6
,
4
0
0

4
4
2
,
9
0
0

3
8

2
6
0
,
2
0
0

3
2
2
,
3
0
0

3
8
7
,
1
0
0

4
4
4
,
3
0
0

3
9

2
6
1
,
7
0
0

3
2
3
,
2
0
0

3
8
7
,
9
0
0

4
4
5
,
7
0
0

4
0

2
6
3
,
3
0
0

3
2
4
,
0
0
0

3
8
8
,
9
0
0

4
4
7
,
1
0
0

4
1

2
6
4
,
7
0
0

3
2
4
,
7
0
0

3
8
9
,
8
0
0

4
4
8
,
2
0
0

4
2

2
6
6
,
0
0
0

3
2
5
,
2
0
0

3
9
0
,
7
0
0

4
4
9
,
5
0
0

4
3

2
6
7
,
4
0
0

3
2
5
,
7
0
0

3
9
1
,
9
0
0

4
5
0
,
9
0
0

4
4

2
6
8
,
9
0
0

3
2
6
,
1
0
0

3
9
3
,
1
0
0

4
5
2
,
2
0
0

4
5

2
7
0
,
4
0
0

3
2
6
,
4
0
0

3
9
3
,
8
0
0

4
5
3
,
1
0
0

4
6

2
7
1
,
7
0
0

3
2
7
,
0
0
0

3
9
4
,
8
0
0

4
5
3
,
9
0
0

4
7

2
7
2
,
9
0
0

3
2
7
,
5
0
0

3
9
5
,
7
0
0

4
5
4
,
8
0
0

4
8

2
7
4
,
1
0
0

3
2
7
,
9
0
0

3
9
6
,
4
0
0

4
5
5
,
7
0
0

4
9

2
7
5
,
3
0
0

3
2
8
,
3
0
0

3
9
7
,
1
0
0

4
5
6
,
5
0
0

5
0

2
7
6
,
4
0
0

3
2
8
,
7
0
0

3
9
7
,
8
0
0

4
5
7
,
3
0
0

5
1

2
7
7
,
6
0
0

3
2
9
,
0
0
0

3
9
8
,
4
0
0

4
5
7
,
9
0
0

5
2

2
7
8
,
7
0
0

3
2
9
,
5
0
0

3
9
9
,
0
0
0

4
5
8
,
7
0
0

5
3

2
7
9
,
6
0
0

3
2
9
,
9
0
0

3
9
9
,
6
0
0

4
5
9
,
1
0
0

5
4

2
8
0
,
7
0
0

3
3
0
,
3
0
0

4
0
0
,
3
0
0

4
5
9
,
7
0
0

5
5

2
8
1
,
7
0
0

3
3
0
,
7
0
0

4
0
1
,
1
0
0

4
6
0
,
2
0
0

5
6

2
8
2
,
7
0
0

3
3
1
,
0
0
0

4
0
1
,
9
0
0

4
6
0
,
7
0
0

5
7

2
8
3
,
8
0
0

3
3
1
,
4
0
0

4
0
2
,
5
0
0

4
6
1
,
2
0
0

5
8

2
8
4
,
5
0
0

3
3
1
,
7
0
0

4
0
3
,
3
0
0

5
9

2
8
5
,
0
0
0

3
3
2
,
1
0
0

4
0
4
,
0
0
0

6
0

2
8
5
,
6
0
0

3
3
2
,
4
0
0

4
0
4
,
7
0
0

6
1

2
8
6
,
2
0
0

3
3
2
,
8
0
0

4
0
5
,
3
0
0

6
2

2
8
6
,
8
0
0

3
3
3
,
4
0
0

4
0
6
,
0
0
0

6
3

2
8
7
,
4
0
0

3
3
4
,
0
0
0

4
0
6
,
6
0
0

6
4

2
8
7
,
9
0
0

3
3
4
,
5
0
0

4
0
7
,
3
0
0

6
5

2
8
8
,
5
0
0

3
3
4
,
9
0
0

4
0
8
,
0
0
0

6
6

2
8
9
,
0
0
0

3
3
5
,
5
0
0

4
0
8
,
7
0
0

6
7

2
8
9
,
6
0
0

3
3
6
,
0
0
0

4
0
9
,
3
0
0

6
8

2
9
0
,
1
0
0

3
3
6
,
6
0
0

4
1
0
,
0
0
0

6
9

2
9
0
,
7
0
0

3
3
7
,
1
0
0

4
1
0
,
7
0
0

7
0

2
9
1
,
4
0
0

3
3
7
,
6
0
0

4
1
1
,
2
0
0

7
1

2
9
2
,
0
0
0

3
3
8
,
1
0
0

4
1
1
,
8
0
0

7
2

2
9
2
,
6
0
0

3
3
8
,
7
0
0

4
1
2
,
4
0
0

7
3

2
9
3
,
2
0
0

3
3
9
,
2
0
0

4
1
2
,
9
0
0

7
4

2
9
3
,
8
0
0

3
3
9
,
9
0
0

4
1
3
,
5
0
0

7
5

2
9
4
,
5
0
0

3
4
0
,
6
0
0

4
1
4
,
1
0
0

7
6

2
9
5
,
2
0
0

3
4
1
,
3
0
0

4
1
4
,
6
0
0

7
7

2
9
5
,
8
0
0

3
4
1
,
9
0
0

4
1
5
,
1
0
0

7
8

2
9
6
,
5
0
0

3
4
2
,
5
0
0

4
1
5
,
6
0
0

7
9

2
9
7
,
2
0
0

3
4
3
,
2
0
0

4
1
6
,
1
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員
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8
0

2
9
7
,
7
0
0

3
4
3
,
9
0
0

4
1
6
,
8
0
0

8
1

2
9
8
,
3
0
0

3
4
4
,
6
0
0

4
1
7
,
2
0
0

8
2

2
9
8
,
9
0
0

3
4
5
,
3
0
0

4
1
7
,
7
0
0

8
3

2
9
9
,
6
0
0

3
4
6
,
0
0
0

4
1
8
,
2
0
0

8
4

3
0
0
,
2
0
0

3
4
6
,
7
0
0

4
1
8
,
9
0
0

8
5

3
0
0
,
7
0
0

3
4
7
,
2
0
0

4
1
9
,
3
0
0

8
6

3
0
1
,
3
0
0

3
4
7
,
7
0
0

4
1
9
,
8
0
0

8
7

3
0
2
,
0
0
0

3
4
8
,
0
0
0

4
2
0
,
3
0
0

8
8

3
0
2
,
6
0
0

3
4
8
,
4
0
0

4
2
1
,
0
0
0

8
9

3
0
3
,
1
0
0

3
4
8
,
7
0
0

4
2
1
,
4
0
0

9
0

3
0
3
,
7
0
0

3
4
9
,
2
0
0

9
1

3
0
4
,
4
0
0

3
4
9
,
4
0
0

9
2

3
0
5
,
0
0
0

3
4
9
,
9
0
0

9
3

3
0
5
,
6
0
0

3
5
0
,
2
0
0

9
4

3
0
6
,
2
0
0

3
5
0
,
5
0
0

9
5

3
0
6
,
8
0
0

3
5
0
,
9
0
0

9
6

3
0
7
,
4
0
0

3
5
1
,
3
0
0

9
7

3
0
7
,
7
0
0

3
5
1
,
8
0
0

9
8

3
0
8
,
3
0
0

3
5
2
,
3
0
0

9
9

3
0
8
,
9
0
0

3
5
2
,
8
0
0

1
0
0

3
0
9
,
4
0
0

3
5
3
,
3
0
0

1
0
1

3
0
9
,
8
0
0

3
5
3
,
8
0
0

1
0
2

3
1
0
,
2
0
0

3
5
4
,
3
0
0

1
0
3

3
1
0
,
4
0
0

3
5
4
,
8
0
0

1
0
4

3
1
0
,
9
0
0

3
5
5
,
3
0
0

1
0
5

3
1
1
,
3
0
0

3
5
5
,
7
0
0

1
0
6

3
1
1
,
7
0
0

3
5
6
,
1
0
0

1
0
7

3
1
2
,
1
0
0

3
5
6
,
6
0
0

1
0
8

3
1
2
,
4
0
0

3
5
7
,
0
0
0

1
0
9

3
1
2
,
6
0
0

3
5
7
,
5
0
0

1
1
0

3
1
3
,
0
0
0

3
5
7
,
9
0
0

1
1
1

3
1
3
,
3
0
0

3
5
8
,
3
0
0

1
1
2

3
1
3
,
5
0
0

3
5
8
,
7
0
0

1
1
3

3
1
3
,
8
0
0

3
5
9
,
2
0
0

1
1
4

3
1
4
,
1
0
0

3
5
9
,
6
0
0

1
1
5

3
1
4
,
4
0
0

3
6
0
,
0
0
0

1
1
6

3
1
4
,
7
0
0

3
6
0
,
4
0
0

1
1
7

3
1
4
,
9
0
0

3
6
0
,
9
0
0

1
1
8

3
1
5
,
2
0
0

3
6
1
,
3
0
0

1
1
9

3
1
5
,
4
0
0

3
6
1
,
7
0
0

1
2
0

3
1
5
,
7
0
0

3
6
2
,
1
0
0

1
2
1

3
1
6
,
0
0
0

3
6
2
,
5
0
0
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備
考

 
こ
の
表
は
、
試
験
場
、
研
究
所
等
に
勤
務
し
、
試
験
研
究
又
は
調
査
研
究
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
 

 
 

 
る
。
 

  

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

円
円

円
円

円

2
3
2
,
0
0
0

2
7
5
,
6
0
0

3
0
1
,
6
0
0

3
4
5
,
8
0
0

4
0
6
,
6
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

議 第 172 号 議 案 －31－



                                                                 

別
表
第
５
（
第
４
条
関
係
）

ア
　

医
療

職
給

料
表

(
1
)

職
務

の
級

１
　

級
２

　
級

３
　

級
４

　
級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

1
3
0
8
,
1
0
0

4
1
9
,
0
0
0

4
7
4
,
1
0
0

5
7
0
,
7
0
0

2
3
1
0
,
4
0
0

4
2
1
,
7
0
0

4
7
6
,
1
0
0

5
7
6
,
9
0
0

3
3
1
2
,
7
0
0

4
2
4
,
3
0
0

4
7
8
,
0
0
0

5
8
2
,
0
0
0

4
3
1
5
,
0
0
0

4
2
6
,
7
0
0

4
8
0
,
0
0
0

5
8
6
,
8
0
0

5
3
1
7
,
1
0
0

4
2
9
,
0
0
0

4
8
1
,
4
0
0

5
9
1
,
1
0
0

6
3
2
0
,
6
0
0

4
3
1
,
3
0
0

4
8
3
,
1
0
0

5
9
5
,
4
0
0

7
3
2
4
,
1
0
0

4
3
3
,
3
0
0

4
8
4
,
9
0
0

5
9
8
,
9
0
0

8
3
2
7
,
6
0
0

4
3
5
,
4
0
0

4
8
6
,
7
0
0

6
0
1
,
8
0
0

9
3
3
1
,
0
0
0

4
3
7
,
5
0
0

4
8
8
,
5
0
0

6
0
4
,
4
0
0

1
0

3
3
4
,
5
0
0

4
3
9
,
0
0
0

4
9
0
,
1
0
0

6
0
6
,
7
0
0

1
1

3
3
7
,
9
0
0

4
4
0
,
5
0
0

4
9
2
,
0
0
0

1
2

3
4
1
,
4
0
0

4
4
2
,
3
0
0

4
9
3
,
8
0
0

1
3

3
4
4
,
8
0
0

4
4
3
,
5
0
0

4
9
5
,
6
0
0

1
4

3
4
8
,
3
0
0

4
4
4
,
9
0
0

4
9
7
,
3
0
0

1
5

3
5
1
,
7
0
0

4
4
6
,
4
0
0

4
9
9
,
1
0
0

1
6

3
5
5
,
2
0
0

4
4
7
,
8
0
0

5
0
0
,
9
0
0

1
7

3
5
8
,
6
0
0

4
4
9
,
1
0
0

5
0
2
,
8
0
0

1
8

3
6
1
,
7
0
0

4
5
0
,
6
0
0

5
0
4
,
7
0
0

1
9

3
6
4
,
9
0
0

4
5
2
,
0
0
0

5
0
6
,
6
0
0

2
0

3
6
8
,
2
0
0

4
5
3
,
5
0
0

5
0
8
,
5
0
0

2
1

3
7
1
,
5
0
0

4
5
4
,
7
0
0

5
1
0
,
4
0
0

2
2

3
7
4
,
6
0
0

4
5
6
,
2
0
0

5
1
2
,
1
0
0

2
3

3
7
7
,
7
0
0

4
5
7
,
7
0
0

5
1
3
,
9
0
0

2
4

3
8
0
,
8
0
0

4
5
9
,
1
0
0

5
1
5
,
8
0
0

2
5

3
8
3
,
9
0
0

4
6
0
,
5
0
0

5
1
7
,
4
0
0

2
6

3
8
6
,
2
0
0

4
6
1
,
9
0
0

5
1
9
,
2
0
0

2
7

3
8
8
,
5
0
0

4
6
3
,
2
0
0

5
2
1
,
0
0
0

2
8

3
9
0
,
7
0
0

4
6
4
,
6
0
0

5
2
2
,
6
0
0

2
9

3
9
2
,
7
0
0

4
6
6
,
1
0
0

5
2
4
,
0
0
0

3
0

3
9
4
,
4
0
0

4
6
7
,
3
0
0

5
2
5
,
7
0
0

3
1

3
9
6
,
1
0
0

4
6
8
,
7
0
0

5
2
7
,
5
0
0

3
2

3
9
7
,
9
0
0

4
7
0
,
1
0
0

5
2
9
,
3
0
0

3
3

3
9
9
,
6
0
0

4
7
1
,
5
0
0

5
3
0
,
8
0
0

3
4

4
0
1
,
4
0
0

4
7
2
,
9
0
0

5
3
2
,
1
0
0

3
5

4
0
3
,
0
0
0

4
7
4
,
1
0
0

5
3
3
,
4
0
0

3
6

4
0
4
,
4
0
0

4
7
5
,
5
0
0

5
3
4
,
7
0
0

3
7

4
0
5
,
8
0
0

4
7
7
,
0
0
0

5
3
5
,
7
0
0

3
8

4
0
7
,
2
0
0

4
7
8
,
7
0
0

5
3
7
,
0
0
0

3
9

4
0
8
,
6
0
0

4
8
0
,
3
0
0

5
3
8
,
3
0
0

医
　
療
　
職
　
給
　
料
　
表
　

職
員

の
区

分
号

俸
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4
0

4
1
0
,
0
0
0

4
8
1
,
8
0
0

5
3
9
,
6
0
0

4
1

4
1
1
,
5
0
0

4
8
3
,
4
0
0

5
4
0
,
6
0
0

4
2

4
1
2
,
2
0
0

4
8
4
,
6
0
0

5
4
1
,
4
0
0

4
3

4
1
2
,
5
0
0

4
8
5
,
8
0
0

5
4
2
,
3
0
0

4
4

4
1
3
,
9
0
0

4
8
6
,
9
0
0

5
4
3
,
1
0
0

4
5

4
1
4
,
2
0
0

4
8
7
,
9
0
0

5
4
4
,
0
0
0

4
6

4
1
4
,
8
0
0

4
8
8
,
8
0
0

5
4
4
,
8
0
0

4
7

4
1
5
,
4
0
0

4
8
9
,
7
0
0

5
4
5
,
6
0
0

4
8

4
1
5
,
9
0
0

4
9
0
,
5
0
0

5
4
6
,
3
0
0

4
9

4
1
6
,
4
0
0

4
9
1
,
2
0
0

5
4
7
,
1
0
0

5
0

4
1
6
,
8
0
0

4
9
1
,
9
0
0

5
4
7
,
9
0
0

5
1

4
1
7
,
3
0
0

4
9
2
,
6
0
0

5
4
8
,
6
0
0

5
2

4
1
7
,
7
0
0

4
9
3
,
2
0
0

5
4
9
,
5
0
0

5
3

4
1
8
,
1
0
0

4
9
3
,
8
0
0

5
5
0
,
4
0
0

5
4

4
1
8
,
4
0
0

4
9
4
,
5
0
0

5
5
1
,
2
0
0

5
5

4
1
8
,
7
0
0

4
9
5
,
1
0
0

5
5
2
,
1
0
0

5
6

4
1
9
,
1
0
0

4
9
5
,
7
0
0

5
5
3
,
0
0
0

5
7

4
1
9
,
4
0
0

4
9
6
,
0
0
0

5
5
3
,
8
0
0

5
8

4
1
9
,
8
0
0

4
9
6
,
6
0
0

5
5
4
,
6
0
0

5
9

4
2
0
,
1
0
0

4
9
7
,
2
0
0

5
5
5
,
4
0
0

6
0

4
2
0
,
6
0
0

4
9
8
,
0
0
0

5
5
6
,
2
0
0

6
1

4
2
1
,
0
0
0

4
9
8
,
4
0
0

5
5
7
,
0
0
0

6
2

4
2
1
,
3
0
0

4
9
9
,
0
0
0

5
5
7
,
9
0
0

6
3

4
2
1
,
6
0
0

4
9
9
,
7
0
0

5
5
8
,
8
0
0

6
4

4
2
1
,
9
0
0

5
0
0
,
4
0
0

5
5
9
,
7
0
0

6
5

4
2
2
,
2
0
0

5
0
0
,
8
0
0

5
6
0
,
5
0
0

6
6

5
0
1
,
4
0
0

5
6
1
,
4
0
0

6
7

5
0
2
,
0
0
0

5
6
2
,
3
0
0

6
8

5
0
2
,
5
0
0

5
6
3
,
2
0
0

6
9

5
0
3
,
0
0
0

5
6
4
,
0
0
0

7
0

5
0
3
,
5
0
0

5
6
4
,
9
0
0

7
1

5
0
4
,
0
0
0

5
6
5
,
8
0
0

7
2

5
0
4
,
5
0
0

5
6
6
,
7
0
0

7
3

5
0
4
,
9
0
0

5
6
7
,
5
0
0

7
4

5
0
5
,
4
0
0

7
5

5
0
5
,
8
0
0

7
6

5
0
6
,
2
0
0

7
7

5
0
6
,
7
0
0

7
8

5
0
7
,
3
0
0

7
9

5
0
7
,
9
0
0

8
0

5
0
8
,
3
0
0

8
1

5
0
8
,
8
0
0

8
2

5
0
9
,
4
0
0

8
3

5
1
0
,
0
0
0

8
4

5
1
0
,
5
0
0

8
5

5
1
1
,
0
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

議 第 172 号 議 案 －33－



          
備
考

 
こ
の
表
は
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
 

   

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

円
円

円
円

3
1
5
,
4
0
0

3
5
9
,
4
0
0

4
1
6
,
1
0
0

4
9
2
,
4
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

議 第 172 号 議 案 －34－



                                                                 

イ
　

医
療

職
給

料
表

(
2
)

職
務

の
級

１
　

級
２

　
級

３
　

級
４

　
級

５
　

級
６

　
級

７
　

級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円

1
2
0
2
,
6
0
0

2
4
1
,
8
0
0

2
7
6
,
6
0
0

2
9
5
,
7
0
0

3
2
9
,
0
0
0

3
6
9
,
7
0
0

4
2
4
,
1
0
0

2
2
0
4
,
8
0
0

2
4
3
,
1
0
0

2
7
7
,
5
0
0

2
9
6
,
5
0
0

3
3
0
,
4
0
0

3
7
1
,
4
0
0

4
2
6
,
1
0
0

3
2
0
6
,
9
0
0

2
4
4
,
4
0
0

2
7
8
,
1
0
0

2
9
7
,
2
0
0

3
3
1
,
5
0
0

3
7
3
,
0
0
0

4
2
8
,
0
0
0

4
2
0
9
,
0
0
0

2
4
5
,
7
0
0

2
7
8
,
9
0
0

2
9
7
,
9
0
0

3
3
3
,
3
0
0

3
7
4
,
6
0
0

4
2
9
,
8
0
0

5
2
1
1
,
0
0
0

2
4
7
,
0
0
0

2
7
9
,
7
0
0

2
9
8
,
6
0
0

3
3
4
,
6
0
0

3
7
6
,
2
0
0

4
3
1
,
6
0
0

6
2
1
3
,
0
0
0

2
4
8
,
0
0
0

2
8
0
,
5
0
0

2
9
9
,
3
0
0

3
3
6
,
2
0
0

3
7
8
,
1
0
0

4
3
3
,
4
0
0

7
2
1
5
,
0
0
0

2
4
9
,
0
0
0

2
8
1
,
3
0
0

3
0
0
,
0
0
0

3
3
7
,
7
0
0

3
7
9
,
6
0
0

4
3
5
,
2
0
0

8
2
1
6
,
9
0
0

2
4
9
,
9
0
0

2
8
2
,
0
0
0

3
0
0
,
7
0
0

3
3
9
,
3
0
0

3
8
1
,
2
0
0

4
3
7
,
0
0
0

9
2
1
8
,
7
0
0

2
5
1
,
0
0
0

2
8
2
,
8
0
0

3
0
1
,
5
0
0

3
4
0
,
6
0
0

3
8
2
,
5
0
0

4
3
8
,
6
0
0

1
0

2
2
0
,
6
0
0

2
5
2
,
1
0
0

2
8
3
,
6
0
0

3
0
2
,
2
0
0

3
4
2
,
2
0
0

3
8
4
,
1
0
0

4
4
0
,
2
0
0

1
1

2
2
2
,
5
0
0

2
5
3
,
3
0
0

2
8
4
,
4
0
0

3
0
3
,
0
0
0

3
4
3
,
7
0
0

3
8
5
,
7
0
0

4
4
1
,
7
0
0

1
2

2
2
4
,
6
0
0

2
5
4
,
5
0
0

2
8
5
,
2
0
0

3
0
3
,
6
0
0

3
4
5
,
2
0
0

3
8
7
,
3
0
0

4
4
3
,
2
0
0

1
3

2
2
6
,
3
0
0

2
5
5
,
7
0
0

2
8
6
,
0
0
0

3
0
4
,
2
0
0

3
4
6
,
6
0
0

3
8
9
,
2
0
0

4
4
4
,
7
0
0

1
4

2
2
8
,
3
0
0

2
5
6
,
9
0
0

2
8
6
,
8
0
0

3
0
5
,
3
0
0

3
4
8
,
2
0
0

3
9
1
,
1
0
0

4
4
6
,
0
0
0

1
5

2
3
0
,
6
0
0

2
5
8
,
1
0
0

2
8
7
,
4
0
0

3
0
6
,
4
0
0

3
4
9
,
7
0
0

3
9
3
,
0
0
0

4
4
7
,
3
0
0

1
6

2
3
2
,
7
0
0

2
5
9
,
2
0
0

2
8
8
,
2
0
0

3
0
7
,
6
0
0
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0

1
0
3

3
0
9
,
7
0
0

3
4
8
,
5
0
0

1
0
4

3
1
0
,
0
0
0

3
4
8
,
8
0
0

1
0
5

3
1
0
,
3
0
0

3
4
9
,
0
0
0

1
0
6

3
4
9
,
2
0
0

1
0
7

3
4
9
,
6
0
0

1
0
8

3
5
0
,
0
0
0

1
0
9

3
5
0
,
2
0
0

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

基
準

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

円

2
0
2
,
9
0
0

2
2
9
,
7
0
0

2
5
9
,
4
0
0

2
7
3
,
5
0
0

3
0
0
,
2
0
0

3
3
4
,
6
0
0

3
7
7
,
8
0
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職
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ウ
　

医
療

職
給

料
表

(
3
)

職
務

の
級

１
　

級
２

　
級

３
　

級
４

　
級

５
　

級
６

　
級

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

給
料

月
額

円
円

円
円

円
円

1
2
2
3
,
5
0
0

2
5
6
,
7
0
0

2
9
6
,
3
0
0

3
0
9
,
8
0
0

3
3
3
,
5
0
0

3
7
6
,
4
0
0

2
2
2
5
,
4
0
0

2
5
8
,
9
0
0

2
9
6
,
8
0
0

3
1
0
,
3
0
0

3
3
4
,
7
0
0

3
7
8
,
1
0
0

3
2
2
7
,
2
0
0

2
6
1
,
1
0
0

2
9
7
,
3
0
0

3
1
0
,
8
0
0

3
3
5
,
5
0
0

3
7
9
,
8
0
0

4
2
2
8
,
9
0
0

2
6
3
,
3
0
0

2
9
7
,
8
0
0

3
1
1
,
3
0
0

3
3
6
,
4
0
0

3
8
1
,
6
0
0

5
2
3
0
,
7
0
0

2
6
5
,
5
0
0

2
9
8
,
2
0
0

3
1
1
,
8
0
0

3
3
7
,
3
0
0

3
8
3
,
4
0
0

6
2
3
2
,
6
0
0

2
6
6
,
5
0
0

2
9
8
,
7
0
0

3
1
2
,
3
0
0

3
3
8
,
5
0
0

3
8
5
,
4
0
0

7
2
3
4
,
4
0
0

2
6
7
,
3
0
0

2
9
9
,
2
0
0

3
1
2
,
9
0
0

3
3
9
,
8
0
0

3
8
7
,
4
0
0

8
2
3
6
,
1
0
0

2
6
8
,
2
0
0

2
9
9
,
6
0
0

3
1
3
,
3
0
0

3
4
1
,
0
0
0

3
8
9
,
4
0
0

9
2
3
7
,
8
0
0

2
6
9
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

3
1
3
,
8
0
0

3
4
1
,
9
0
0

3
9
1
,
1
0
0

1
0

2
3
9
,
7
0
0

2
7
0
,
2
0
0

3
0
0
,
5
0
0

3
1
4
,
2
0
0

3
4
3
,
1
0
0

3
9
3
,
2
0
0

1
1

2
4
1
,
6
0
0

2
7
1
,
3
0
0

3
0
1
,
0
0
0

3
1
4
,
9
0
0

3
4
4
,
2
0
0

3
9
5
,
4
0
0

1
2

2
4
3
,
6
0
0

2
7
2
,
3
0
0

3
0
1
,
5
0
0

3
1
5
,
4
0
0

3
4
5
,
3
0
0

3
9
7
,
4
0
0

1
3

2
4
5
,
4
0
0

2
7
3
,
0
0
0

3
0
1
,
9
0
0

3
1
5
,
8
0
0

3
4
6
,
4
0
0

3
9
9
,
3
0
0

1
4

2
4
7
,
4
0
0

2
7
3
,
7
0
0

3
0
2
,
5
0
0

3
1
6
,
4
0
0

3
4
7
,
5
0
0

4
0
0
,
9
0
0

1
5

2
4
9
,
4
0
0

2
7
4
,
4
0
0

3
0
2
,
8
0
0

3
1
7
,
1
0
0

3
4
8
,
6
0
0

4
0
2
,
7
0
0

1
6

2
5
1
,
4
0
0

2
7
5
,
2
0
0

3
0
3
,
3
0
0

3
1
7
,
7
0
0

3
4
9
,
7
0
0

4
0
4
,
5
0
0

1
7

2
5
3
,
4
0
0

2
7
6
,
3
0
0

3
0
3
,
8
0
0

3
1
8
,
3
0
0

3
5
0
,
8
0
0

4
0
6
,
2
0
0

1
8

2
5
5
,
5
0
0

2
7
7
,
2
0
0

3
0
4
,
2
0
0

3
1
9
,
2
0
0

3
5
1
,
9
0
0

4
0
7
,
9
0
0

1
9

2
5
7
,
6
0
0

2
7
8
,
1
0
0

3
0
4
,
7
0
0

3
2
0
,
1
0
0

3
5
3
,
0
0
0

4
1
0
,
0
0
0

2
0

2
5
9
,
6
0
0

2
7
9
,
0
0
0

3
0
5
,
1
0
0

3
2
1
,
0
0
0

3
5
4
,
1
0
0

4
1
1
,
7
0
0

2
1

2
6
1
,
5
0
0

2
8
0
,
0
0
0

3
0
5
,
6
0
0

3
2
1
,
8
0
0

3
5
5
,
3
0
0

4
1
3
,
4
0
0

2
2

2
6
2
,
7
0
0

2
8
1
,
0
0
0

3
0
6
,
0
0
0

3
2
2
,
7
0
0

3
5
6
,
4
0
0

4
1
5
,
1
0
0

2
3

2
6
3
,
8
0
0

2
8
2
,
0
0
0

3
0
6
,
5
0
0

3
2
3
,
6
0
0

3
5
7
,
5
0
0

4
1
6
,
9
0
0

2
4

2
6
4
,
9
0
0

2
8
3
,
0
0
0

3
0
6
,
9
0
0

3
2
4
,
6
0
0

3
5
8
,
6
0
0

4
1
8
,
7
0
0

2
5

2
6
6
,
0
0
0

2
8
3
,
8
0
0

3
0
7
,
4
0
0

3
2
5
,
2
0
0

3
5
9
,
7
0
0

4
2
0
,
3
0
0

2
6

2
6
6
,
8
0
0

2
8
4
,
7
0
0

3
0
8
,
0
0
0

3
2
6
,
0
0
0

3
6
1
,
0
0
0

4
2
2
,
0
0
0

2
7

2
6
7
,
7
0
0

2
8
5
,
6
0
0

3
0
8
,
8
0
0

3
2
6
,
9
0
0

3
6
2
,
3
0
0

4
2
3
,
9
0
0

2
8

2
6
8
,
5
0
0

2
8
6
,
5
0
0

3
0
9
,
5
0
0

3
2
7
,
8
0
0

3
6
3
,
7
0
0

4
2
5
,
7
0
0

2
9

2
6
9
,
3
0
0

2
8
7
,
5
0
0

3
1
0
,
2
0
0

3
2
8
,
5
0
0

3
6
4
,
9
0
0

4
2
7
,
2
0
0

3
0

2
7
0
,
1
0
0

2
8
8
,
2
0
0

3
1
0
,
9
0
0

3
2
9
,
6
0
0

3
6
6
,
4
0
0

4
2
8
,
7
0
0

3
1

2
7
0
,
8
0
0

2
8
8
,
9
0
0

3
1
1
,
6
0
0

3
3
0
,
7
0
0

3
6
7
,
9
0
0

4
3
0
,
2
0
0

3
2

2
7
1
,
5
0
0

2
8
9
,
6
0
0

3
1
2
,
4
0
0

3
3
1
,
7
0
0

3
6
9
,
4
0
0

4
3
1
,
5
0
0

3
3

2
7
2
,
3
0
0

2
9
0
,
1
0
0

3
1
3
,
1
0
0

3
3
2
,
8
0
0

3
7
0
,
6
0
0

4
3
2
,
8
0
0

3
4

2
7
2
,
9
0
0

2
9
0
,
8
0
0

3
1
4
,
0
0
0

3
3
3
,
9
0
0

3
7
2
,
1
0
0

4
3
3
,
9
0
0

3
5

2
7
3
,
5
0
0

2
9
1
,
3
0
0

3
1
4
,
6
0
0

3
3
5
,
0
0
0

3
7
3
,
5
0
0

4
3
5
,
1
0
0

職
員

の
区

分
号
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3
6

2
7
4
,
0
0
0

2
9
1
,
7
0
0

3
1
5
,
5
0
0

3
3
6
,
1
0
0

3
7
4
,
9
0
0

4
3
6
,
3
0
0

3
7

2
7
4
,
6
0
0

2
9
2
,
1
0
0

3
1
6
,
0
0
0

3
3
7
,
2
0
0

3
7
6
,
3
0
0

4
3
7
,
6
0
0

3
8

2
7
5
,
3
0
0

2
9
2
,
7
0
0

3
1
6
,
8
0
0

3
3
8
,
3
0
0

3
7
7
,
3
0
0

4
3
8
,
8
0
0

3
9

2
7
6
,
0
0
0

2
9
3
,
2
0
0

3
1
7
,
6
0
0

3
3
9
,
4
0
0

3
7
8
,
7
0
0

4
4
0
,
0
0
0

4
0

2
7
6
,
7
0
0

2
9
3
,
6
0
0

3
1
8
,
4
0
0

3
4
0
,
5
0
0

3
8
0
,
1
0
0

4
4
1
,
2
0
0

4
1

2
7
7
,
4
0
0

2
9
4
,
0
0
0

3
1
9
,
0
0
0

3
4
1
,
3
0
0

3
8
1
,
4
0
0

4
4
2
,
4
0
0

4
2

2
7
8
,
0
0
0

2
9
4
,
5
0
0

3
2
0
,
0
0
0

3
4
2
,
4
0
0

3
8
2
,
8
0
0

4
4
3
,
4
0
0

4
3

2
7
8
,
7
0
0

2
9
5
,
0
0
0

3
2
1
,
0
0
0

3
4
3
,
5
0
0

3
8
4
,
1
0
0

4
4
4
,
5
0
0

4
4

2
7
9
,
3
0
0

2
9
5
,
5
0
0

3
2
1
,
9
0
0

3
4
4
,
5
0
0

3
8
5
,
4
0
0

4
4
5
,
6
0
0

4
5

2
8
0
,
1
0
0

2
9
6
,
0
0
0

3
2
2
,
7
0
0

3
4
5
,
4
0
0

3
8
6
,
9
0
0

4
4
6
,
6
0
0

4
6

2
8
0
,
8
0
0

2
9
6
,
4
0
0

3
2
3
,
7
0
0

3
4
6
,
4
0
0

3
8
8
,
1
0
0

4
4
7
,
1
0
0

4
7

2
8
1
,
5
0
0

2
9
6
,
9
0
0

3
2
4
,
7
0
0

3
4
7
,
4
0
0

3
8
9
,
2
0
0

4
4
7
,
6
0
0

4
8

2
8
2
,
1
0
0

2
9
7
,
3
0
0

3
2
5
,
7
0
0

3
4
8
,
4
0
0

3
9
0
,
4
0
0

4
4
8
,
0
0
0

4
9

2
8
2
,
7
0
0

2
9
7
,
8
0
0

3
2
6
,
6
0
0

3
4
9
,
6
0
0

3
9
1
,
5
0
0

4
4
8
,
6
0
0

5
0

2
8
3
,
2
0
0

2
9
8
,
2
0
0

3
2
7
,
5
0
0

3
5
0
,
9
0
0

3
9
2
,
4
0
0

4
4
9
,
1
0
0

5
1

2
8
3
,
6
0
0

2
9
8
,
7
0
0

3
2
8
,
5
0
0

3
5
2
,
2
0
0

3
9
3
,
4
0
0

4
4
9
,
5
0
0

5
2

2
8
4
,
0
0
0

2
9
9
,
2
0
0

3
2
9
,
5
0
0

3
5
3
,
4
0
0

3
9
4
,
4
0
0

4
5
0
,
0
0
0

5
3

2
8
4
,
3
0
0

2
9
9
,
6
0
0

3
3
0
,
3
0
0

3
5
4
,
3
0
0

3
9
5
,
0
0
0

4
5
0
,
5
0
0

5
4

2
8
4
,
8
0
0

3
0
0
,
0
0
0

3
3
1
,
1
0
0

3
5
5
,
5
0
0

3
9
5
,
8
0
0

4
5
0
,
9
0
0

5
5

2
8
5
,
2
0
0

3
0
0
,
5
0
0

3
3
2
,
1
0
0

3
5
6
,
6
0
0

3
9
6
,
6
0
0

4
5
1
,
2
0
0

5
6

2
8
5
,
6
0
0

3
0
0
,
9
0
0

3
3
3
,
0
0
0

3
5
7
,
9
0
0

3
9
7
,
4
0
0

4
5
1
,
5
0
0

5
7

2
8
6
,
0
0
0

3
0
1
,
5
0
0

3
3
3
,
9
0
0

3
5
8
,
9
0
0

3
9
8
,
1
0
0

4
5
2
,
0
0
0

5
8

2
8
6
,
4
0
0

3
0
2
,
1
0
0

3
3
4
,
9
0
0

3
5
9
,
8
0
0

3
9
8
,
8
0
0

5
9

2
8
6
,
7
0
0

3
0
2
,
8
0
0

3
3
5
,
9
0
0

3
6
0
,
9
0
0

3
9
9
,
5
0
0

6
0

2
8
7
,
0
0
0

3
0
3
,
5
0
0

3
3
6
,
8
0
0

3
6
2
,
1
0
0

4
0
0
,
1
0
0

6
1

2
8
7
,
4
0
0

3
0
4
,
2
0
0

3
3
7
,
8
0
0

3
6
3
,
2
0
0

4
0
0
,
7
0
0

6
2

2
8
7
,
8
0
0

3
0
5
,
1
0
0

3
3
8
,
8
0
0

3
6
4
,
4
0
0

4
0
1
,
3
0
0

6
3

2
8
8
,
2
0
0

3
0
6
,
0
0
0

3
4
0
,
0
0
0

3
6
5
,
7
0
0

4
0
2
,
0
0
0

6
4

2
8
8
,
5
0
0

3
0
6
,
9
0
0

3
4
1
,
2
0
0

3
6
6
,
7
0
0

4
0
2
,
6
0
0

6
5

2
8
8
,
8
0
0

3
0
7
,
5
0
0

3
4
1
,
9
0
0

3
6
7
,
7
0
0

4
0
3
,
3
0
0

6
6

2
8
9
,
2
0
0

3
0
8
,
4
0
0

3
4
3
,
0
0
0

3
6
8
,
7
0
0

4
0
3
,
8
0
0

6
7

2
8
9
,
6
0
0

3
0
9
,
2
0
0

3
4
4
,
1
0
0

3
6
9
,
8
0
0

4
0
4
,
4
0
0

6
8

2
8
9
,
9
0
0

3
1
0
,
0
0
0

3
4
5
,
0
0
0

3
7
0
,
9
0
0

4
0
4
,
9
0
0

6
9

2
9
0
,
3
0
0

3
1
0
,
7
0
0

3
4
6
,
1
0
0

3
7
1
,
7
0
0

4
0
5
,
3
0
0

7
0

2
9
0
,
8
0
0

3
1
1
,
6
0
0

3
4
6
,
8
0
0

3
7
2
,
8
0
0

4
0
5
,
9
0
0

7
1

2
9
1
,
2
0
0

3
1
2
,
5
0
0

3
4
7
,
9
0
0

3
7
3
,
9
0
0

4
0
6
,
3
0
0

7
2

2
9
1
,
5
0
0

3
1
3
,
3
0
0

3
4
9
,
0
0
0

3
7
4
,
9
0
0

4
0
6
,
6
0
0

7
3

2
9
1
,
9
0
0

3
1
4
,
2
0
0

3
5
0
,
2
0
0

3
7
5
,
6
0
0

4
0
6
,
9
0
0

7
4

2
9
2
,
4
0
0

3
1
5
,
0
0
0

3
5
1
,
4
0
0

3
7
6
,
4
0
0

4
0
7
,
4
0
0

7
5

2
9
2
,
9
0
0

3
1
5
,
9
0
0

3
5
2
,
5
0
0

3
7
7
,
2
0
0

4
0
7
,
9
0
0

7
6

2
9
3
,
4
0
0

3
1
6
,
8
0
0

3
5
3
,
6
0
0

3
7
7
,
9
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0
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0
8
,
2
0
0

7
7
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9
3
,
9
0
0

3
1
7
,
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0

3
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4
,
7
0
0

3
7
8
,
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0

4
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8
,
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0
0

7
8
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9
4
,
4
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0

3
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8
,
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0
0

3
5
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,
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0
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9
,
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9
,
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7
9
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,
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3
1
9
,
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,
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3
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0
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備
考

 
こ
の
表
は
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。
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員
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第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（時間外勤務手当） （時間外勤務手当） 

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員（教

育職給料表を適用される職員（教育公務員特例法（昭和24年法

律第１号）第25条第１項の規定による認定を受けた者であって、

当該認定の日から同条第４項の認定の日までの間にあるものを

除く。）を除く。第３項（第８項において準用する場合を含む。）、

第４項（第８項において準用する場合を含む。）、第６項、第８

項及び次条第２項において同じ。）には、正規の勤務時間外に勤

務した全時間に対して、勤務１時間につき、第17条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に

掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150

までの範囲内で人事委員会規則で定める割合（その勤務が午後

10時から翌日の午前５時までの間である場合には、その割合に

100分の25を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当と

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員（教

育職給料表を適用される職員を除く。第３項（第８項において

準用する場合を含む。）、第４項（第８項において準用する場合

を含む。）、第６項、第８項及び次条第２項において同じ。）には、

正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につ

き、第17条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務

時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100

分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定め

る割合（その勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間であ

る場合には、その割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得

た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤

務職員等が、第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務し

たもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正
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して支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第１号に掲

げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務

の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が

７時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額に100分の100（その勤務が午後10

時から翌日の午前５時までの間である場合には、100分の125）

を乗じて得た額とする。 

規の勤務時間との合計が７時間45分に達するまでの間の勤務に

あっては、同条に規定する勤務１時間当たりの給与額に100分の

100（その勤務が午後10時から翌日の午前５時までの間である場

合には、100分の125）を乗じて得た額とする。 

(1)・(2) ［略］ (1)・(2) ［略］ 

２～８ ［略］ ２～８ ［略］ 

  

（義務教育等教員特別手当） （義務教育等教員特別手当） 

第21条の２ ［略］ 第21条の２ ［略］ 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、8,600円を超えない範囲内

で、職務の級及び号俸（定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、職務の級）の別に応じて、人事委員会規則で定める校務類

型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して人事委員会規則

で定める。 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内

で、職務の級及び号俸（定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、職務の級）の別に応じて、人事委員会規則で定める。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 
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別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係） 

教 育 職 給 料 表 教 育 職 給 料 表 

ア 教育職給料表(1) 

［略］ 
 

ア 教育職給料表(1) 

［略］ 
 

備考(1) ［略］ 

(2)  この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職

員の給料月額にあってはこの表の額に11,500円を、その職務の級が

４級である職員の給料月額にあってはこの表の額に3,800円をそれ

ぞれ加算した額とする。 

備考(1) ［略］ 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職

員の給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とす

る。 

 

イ 教育職給料表(2) 

 

イ 教育職給料表(2) 

［略］ 

備考(1) ［略］ 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職

員の給料月額にあってはこの表の額に11,500円を、その職務の級が

４級である職員の給料月額にあってはこの表の額に4,000円をそれ

ぞれ加算した額とする。 

［略］ 

備考(1) ［略］ 

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職

員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とす

る。 
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第３条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

第３条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７

年宮城県条例第７号。以下「職員勤務時間条例」という。）第10

条第１項又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

７年宮城県条例第８号。以下「学校職員勤務時間条例」という。）

第８条第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正規の勤

務時間」という。）による勤務に対する報酬であって、この条例

で定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤

務手当、特地勤務手当（第12条の３の規定による手当を含む。

第24条第１項及び第25条第１項において同じ。）、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別

勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員

特別手当、産業教育手当、へき地手当（第21条の５の規定によ

る手当を含む。）、定時制通信教育手当、農林漁業普及指導手当

第３条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７

年宮城県条例第７号。以下「職員勤務時間条例」という。）第10

条第１項又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

７年宮城県条例第８号。以下「学校職員勤務時間条例」という。）

第８条第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正規の勤

務時間」という。）による勤務に対する報酬であって、この条例

で定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務

手当（第12条の３の規定による手当を含む。第24条第１項及び

第25条第１項において同じ。）、時間外勤務手当、休日勤務手当、

夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、

勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手

当、へき地手当（第21条の５の規定による手当を含む。）、定時

制通信教育手当、農林漁業普及指導手当及び災害派遣手当（武
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及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）を除いたものと

する。 

力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣

手当を含む。以下同じ。）を除いたものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

（地域手当） （地域手当） 

第11条の２ ［略］ 

２ ［略］ 

地 域 の 区 分 割 合 

［略］ ［略］ ［略］ 

３級地 名古屋市 100分の13 

４級地 仙台市 100分の5.5 

   ［略］ ［略］ ［略］ 

備考 ［略］ 

第11条の２ ［略］ 

２ ［略］ 

地 域 の 区 分 割 合 

［略］ ［略］ ［略］ 

３級地 名古屋市 100分の14 

４級地 仙台市 100分の５ 

   ［略］ ［略］ ［略］ 

備考 ［略］ 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

  

（通勤手当） （通勤手当） 

第11条の７ ［略］ 第11条の７ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 
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(1) ［略］ 

(2) 前項第２号に掲げる職員（次号に掲げる職員を除く。） 支

給単位期間につき、自動車等のうち人事委員会規則で定める

ものを使用する職員にあっては７万700円を、その他の職員に

あっては３万8,700円を超えない範囲内で自動車等の使用距

離を考慮して人事委員会規則で定める額（支給単位期間当た

りの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっ

ては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を

乗じて得た額を減じた額） 

(1) ［略］ 

(2)  前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき、自動車等

のうち人事委員会規則で定めるものを使用する職員にあって

は５万6,700円を、その他の職員にあっては３万8,700円を超

えない範囲内で自動車等の使用距離を考慮して人事委員会規

則で定める額（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人

事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、その額

に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

 

(3) 前項第２号に掲げる職員のうち、駐車場等（自動車等の駐

車のための施設であって人事委員会規則で定めるものをい

う。以下同じ。）を利用し、その料金を負担することを常例と

する職員（人事委員会規則で定める職員を除く。） 次に掲げ

る額の合計額 

ア 5,000円を超えない範囲内で１箇月当たりの駐車場等の

料金に相当する額として人事委員会規則で定める額 

イ 前号に定める額 

 

(4) 前項第３号に掲げる職員（次号に掲げる職員を除く。） 交 (3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、
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通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩に

より通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用

距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規

則で定める区分に応じ、第１号及び第２号に定める額（１箇

月当たりの運賃等相当額及び第２号に定める額の合計額が15

万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間

のうち最も長いものにつき、15万円に当該支給単位期間の月

数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は第２号に定める額 

(5) 前項第３号に掲げる職員のうち、駐車場等を利用し、その

料金を負担することを常例とする職員（人事委員会規則で定

める職員を除く。） 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等

を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距

離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を

考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、第１号及び第

３号に定める額（１箇月当たりの運賃等相当額及び第３号に

定める額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手

当に係る支給単位期間のうち最も長いものにつき、15万円に

当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額

自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合

の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等

の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前２

号に定める額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定め

る額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長いものにつき、15万円に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は

前号に定める額 
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又は第３号に定める額 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

５ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単

位となる期間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位と

して人事委員会規則で定める期間（自動車等及び駐車場等に係

る通勤手当にあっては、１箇月）をいう。 

５ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単

位となる期間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位と

して人事委員会規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当に

あっては、１箇月）をいう。 

６ ［略］ ６ ［略］ 

  

第11条の８ ［略］ 第11条の８ ［略］ 

  

（在宅勤務等手当）  

第11条の９ 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則

で定める場所において、正規の勤務時間（休暇により勤務しな

い時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。）の全部を勤

務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間につい

て１箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤

務等手当を支給する。 

２ 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。 
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３ 前２項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し

必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

  

（勤務１時間当たりの給与額の算出） （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第17条 第13条から前条までに規定する勤務１時間当たりの給与

額は、給料、管理職手当、初任給調整手当、給料及び管理職手

当の月額の合計額に対する地域手当、在宅勤務等手当、給料の

月額に対する特地勤務手当（第12条の３の規定による手当を含

む。）及びへき地手当（第21条の５の規定による手当を含む。）、

寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制

通信教育手当並びに農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12

を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に52を乗じたものか

ら人事委員会規則で定める時間を減じたもので除した額とす

る。 

第17条 第13条から前条までに規定する勤務１時間当たりの給与

額は、給料、管理職手当、初任給調整手当、給料及び管理職手

当の月額の合計額に対する地域手当、給料の月額に対する特地

勤務手当（第12条の３の規定による手当を含む。）及びへき地手

当（第21条の５の規定による手当を含む。）、寒冷地手当、義務

教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当並び

に農林漁業普及指導手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を

１週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則

で定める時間を減じたもので除した額とする。 

  

（期末手当） （期末手当） 

第19条 ［略］ 第19条 ［略］ 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25（行政職給 ２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5（行政職給
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料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの

並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員

のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第20条第２項に

おいて「特定幹部職員」という。）にあっては100分の106.25）

を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの

並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複

雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員

のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第20条第２項に

おいて「特定幹部職員」という。）にあっては100分の107.5）を

乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者

の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) ［略］ (1)～(4) ［略］ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」

と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、

「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第20条 ［略］ 第20条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職 (1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職
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員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に100分の106.25（特定幹部職員にあっては、100

分の126.25）を乗じて得た額の総額 

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に100分の107.5（特定幹部職員にあっては、100

分の127.5）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25

（特定幹部職員にあっては、100分の61.25）を乗じて得た額

の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5

（特定幹部職員にあっては、100分の62.5）を乗じて得た額の

総額 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

（企業職員の給与の種類及び基準） （企業職員の給与の種類及び基準） 

第24条 企業職員に支給する給与の種類は、給料、管理職手当、

初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、

管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び

第24条 企業職員に支給する給与の種類は、給料、管理職手当、

初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、

休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当とす
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災害派遣手当とする。 る。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（技能労務職員の給与の種類及び基準） （技能労務職員の給与の種類及び基準） 

第25条 技能労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、

地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手

当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷

地手当及び災害派遣手当とする。 

第25条 技能労務職員に支給する給与の種類は、給料、扶養手当、

地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、

特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、

宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手

当とする。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の特殊勤務手当に関する条例（平成12年宮城県条例第128号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（特殊勤務手当の種類） （特殊勤務手当の種類） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 
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(1)～(20) ［略］ (1)～(20) ［略］ 

(21) 削除 (21) 多学年学級担当手当（第24条） 

(22)～(42) ［略］ (22)～(42) ［略］ 

  

 （多学年学級担当手当） 

第24条 削除 第24条 多学年学級担当手当は、公立の小学校、中学校又は義務

教育学校の２以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級

（人事委員会規則で定めるものを含む。）を担当する給与条例別

表第３に定める教育職給料表(2)の適用を受ける職員で次に掲

げる職員以外のものが当該学級における授業又は指導で人事委

員会規則で定めるものに従事したときに支給する。 

(1) ２以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級にお

ける担当授業時間数がその者の担当授業時間数（人事委員会

規則で定める時間数をいう。以下同じ。）の２分の１に満たな

い職員 

(2) ２以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級にお

ける担当授業時間数が１週間につき12時間に満たない職員 

２ 前項の手当の額は、授業又は指導に従事した日１日につき、
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次の各号に掲げる授業又は指導の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

(1) ３以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級にお

ける授業又は指導 350円 

(2) ２の学年の児童又は生徒で編制されている学級における

授業又は指導 290円 

  

（教員特殊業務手当） （教員特殊業務手当） 

第26条 ［略］ 第26条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 前項第１号イ及びウの業務 8,000円 (2) 前項第１号イ及びウの業務 7,500円 

(3)・(4) ［略］ (3)・(4) ［略］ 

 

（併給禁止） 

第46条 ［略］ 

(1)～(7) ［略］ 

  

 

（併給禁止） 

第46条 ［略］ 

(1)～(7) ［略］ 

(8) 多学年学級担当手当 

議 第 172 号 議 案 －56－



２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

 

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第５条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮城県条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（給与に関する特例） 

第４条 ［略］ 

号 俸 給 料 月 額 

 
円 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

408,200 

 

458,600 

 

512,100 

 

578,600 

 

660,300 

 

771,100 

 

900,200 

   

（給与に関する特例） 

第４条 ［略］ 

号 俸 給 料 月 額 

 
円 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

 

７ 

395,200 

 

443,600 

 

496,000 

 

559,500 

 

639,200 

 

746,000 

 

871,100 

   

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

－57－議 第 172 号 議 案



（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第11条の３、第18条の２第

１項、第19条第２項及び第20条第２項第１号の規定の適用につ

いては、給与条例第11条の３中「医療職給料表(1)の適用を受け

る職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮城県条

例第９号。以下「任期付職員条例」という。）第４条第１項の給

料表の適用を受ける職員（以下「特定任期付職員」という。）」

と、給与条例第18条の２第１項中「以下「特定管理職員」」とあ

るのは「特定任期付職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給

与条例第19条第２項中「100分の107.5」とあるのは「100分の

107.5、特定任期付職員にあっては100分の97.5」と、給与条例

第20条第２項第１号中「100分の127.5」とあるのは「100分の

127.5、特定任期付職員にあっては100分の90」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第11条の３、第18条の２第

１項、第19条第２項及び第20条第２項第１号の規定の適用につ

いては、給与条例第11条の３中「医療職給料表(1)の適用を受け

る職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮城県条

例第９号。以下「任期付職員条例」という。）第４条第１項の給

料表の適用を受ける職員（以下「特定任期付職員」という。）」

と、給与条例第18条の２第１項中「以下「特定管理職員」」とあ

るのは「特定任期付職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給

与条例第19条第２項中「100分の105」とあるのは「100分の105、

特定任期付職員にあっては100分の95」と、給与条例第20条第２

項第１号中「100分の125」とあるのは「100分の125、特定任期

付職員にあっては100分の87.5」とする。 

第６条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

議 第 172 号 議 案 －58－



次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第５条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第11条の３、第18条の２第

１項、第19条第２項及び第20条第２項第１号の規定の適用につ

いては、給与条例第11条の３中「医療職給料表(1)の適用を受け

る職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮城県条

例第９号。以下「任期付職員条例」という。）第４条第１項の給

料表の適用を受ける職員（以下「特定任期付職員」という。）」

と、給与条例第18条の２第１項中「以下「特定管理職員」」とあ

るのは「特定任期付職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給

与条例第19条第２項中「100分の106.25」とあるのは「100分の

106.25、特定任期付職員にあっては100分の96.25」と、給与条

例第20条第２項第１号中「100分の126.25」とあるのは「100分

の126.25、特定任期付職員にあっては100分の88.75」とする。 

第５条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第11条の３、第18条の２第

１項、第19条第２項及び第20条第２項第１号の規定の適用につ

いては、給与条例第11条の３中「医療職給料表(1)の適用を受け

る職員」とあるのは「医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮城県条

例第９号。以下「任期付職員条例」という。）第４条第１項の給

料表の適用を受ける職員（以下「特定任期付職員」という。）」

と、給与条例第18条の２第１項中「以下「特定管理職員」」とあ

るのは「特定任期付職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給

与条例第19条第２項中「100分の107.5」とあるのは「100分の

107.5、特定任期付職員にあっては100分の97.5」と、給与条例

第20条第２項第１号中「100分の127.5」とあるのは「100分の

127.5、特定任期付職員にあっては100分の90」とする。 

議 第 172 号 議 案 －59－



  

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

第７条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成15年宮城県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第５条 ［略］ 

号 俸 給 料 月 額 

 
円 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

431,400 

 

494,900 

 

560,500 

 

647,100 

 

752,000 

 

857,800 

   

第５条 ［略］ 

号 俸 給 料 月 額 

 
円 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

５ 

 

６ 

417,400 

 

478,900 

 

542,400 

 

626,100 

 

727,900 

 

830,700 

   

２ ［略］ 
号 俸 給 料 月 額 

 円 

１ 360,900 

２ ［略］ 

号 俸 給 料 月 額 

 円 

１ 348,800 

－60－議 第 172 号 議 案



 

２ 

 

398,200 

 

３ 

 

427,400 

   

 

２ 

 

385,100 

 

３ 

 

413,300 

   

３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 

  

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条

例第18条の２第１項及び第19条第２項の規定の適用について

は、給与条例第18条の２第１項中「以下「特定管理職員」」とあ

るのは「一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成15

年宮城県条例第10号。以下「任期付研究員条例」という。）第５

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。以下「特定管理

職員」」と、給与条例第19条第２項中「100分の107.5」とあるの

は「100分の107.5、任期付研究員条例第５条第１項又は第２項

の給料表の適用を受ける職員にあっては100分の177.5」とする。 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条

例第18条の２第１項及び第19条第２項の規定の適用について

は、給与条例第18条の２第１項中「以下「特定管理職員」」とあ

るのは「一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成15

年宮城県条例第10号。以下「任期付研究員条例」という。）第５

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。以下「特定管理

職員」」と、給与条例第19条第２項中「100分の105」とあるのは

「100分の105、任期付研究員条例第５条第１項又は第２項の給

料表の適用を受ける職員にあっては100分の172.5」とする。 

  

第８条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

－61－議 第 172 号 議 案



改 正 後 改 正 前 

  

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 ［略］ 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条

例第18条の２第１項及び第19条第２項の規定の適用について

は、給与条例第18条の２第１項中「以下「特定管理職員」」とあ

るのは「一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成15

年宮城県条例第10号。以下「任期付研究員条例」という。）第５

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。以下「特定管理

職員」」と、給与条例第19条第２項中「100分の106.25」とある

のは「100分の106.25、任期付研究員条例第５条第１項又は第２

項の給料表の適用を受ける職員にあっては100分の175」とする。 

第６条 ［略］ 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条

例第18条の２第１項及び第19条第２項の規定の適用について

は、給与条例第18条の２第１項中「以下「特定管理職員」」とあ

るのは「一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成15

年宮城県条例第10号。以下「任期付研究員条例」という。）第５

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。以下「特定管理

職員」」と、給与条例第19条第２項中「100分の107.5」とあるの

は「100分の107.5、任期付研究員条例第５条第１項又は第２項

の給料表の適用を受ける職員にあっては100分の177.5」とする。 

  

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条、第５条及び第７条の規定並びに次項から附則第５項まで及び附則第８項の規定 公布の日 

議 第 172 号 議 案 －62－



(2) 第２条及び第４条の規定並びに附則第６項の規定 令和８年１月１日 

(3) 第３条、第６条及び第８条の規定並びに附則第７項の規定 令和８年４月１日 

２ 第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」という。）の規定（第19条及び第20条の規定を除く。）、

第５条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「新任期付職員条例」という。）の規定（第５条の規定を

除く。）及び第７条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（以下「新任期付研究員条例」という。）の規定

（第６条の規定を除く。）は令和７年４月１日から、新給与条例第19条及び第20条の規定、新任期付職員条例第５条の規定並びに新任期

付研究員条例第６条の規定は同年12月１日から適用する。 

（一部適用日前の異動者の号俸の調整） 

３ 令和７年４月１日（以下「一部適用日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の

一部適用日における号俸については、その者が一部適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認

められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

（特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

４ 新給与条例第12条の３第２項の規定は、令和４年４月２日から一部適用日の前日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員となって

職員の給与に関する条例第12条の２第１項に規定する特地公署又は同条例第12条の３第１項に規定する準特地公署に在勤することとな

ったことに伴って住居を移転した職員（職員の定年等に関する条例（昭和59年宮城県条例第３号）第12条の規定により採用された職員及

び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年宮城県条例第49号）附則第３条第４項に規定する暫定再任用職員を除く。）

その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員にも適用する。 

（給与の内払） 

議 第 172 号 議 案 －63－



５ 新給与条例、新任期付職員条例又は新任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の職員の給与に

関する条例、第５条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第７条の規定による改正前の一般職の任期付研

究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ新給与条例、新任期付職員条例又は新任期付研究員条例の規定

による給与の内払とみなす。 

（時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する経過措置） 

６ 第２条の規定の施行の日前に教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条第１項の規定による認定を受けた者であって第２条の規

定の施行の日の前日までに同法第25条第４項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する職員の給

与に関する条例の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第２条の規定による改正後の職員の給与に関する条例

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（地域手当に関する経過措置） 

７ 第３条の規定の施行の日から令和８年10月１日までの間に同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の２の規定の適

用を受けている職員がその在勤する公署を異にして異動した場合又は当該職員の在勤する公署が移転した場合における当該職員に対す

る当該異動等に係る地域手当の支給に関する同条例第11条の５第１項の規定の適用については、同項第１号中「又は３級地の項に定める

割合である場合にあっては、同表４級地の項に定める割合をいい、異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定され当該異動等の日の前

日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合をいう」とあるのは、「、３級地の項又

は４級地の項に定める割合である場合にあっては、100分の５」とする。 

（人事委員会規則への委任） 

８ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

議 第 172 号 議 案 －64－



令和７年12月10日提出 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉 浩

議 第 172 号 議 案 －65－



議第173号議案 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和26年宮城県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

第４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の規定により期末手当の額を算出する場合において、

期末手当基礎額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額にその額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に

100分の25を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に

乗ずる割合は、100分の177.5とする。 

第４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の規定により期末手当の額を算出する場合において、

期末手当基礎額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額にその額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に

100分の25を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に

乗ずる割合は、100分の172.5とする。 

第２条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
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第４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の規定により期末手当の額を算出する場合において、

期末手当基礎額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額にその額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に

100分の25を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に

乗ずる割合は、100分の175とする。 

 

第４条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第１項の規定により期末手当の額を算出する場合において、

期末手当基礎額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額にその額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に

100分の25を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に

乗ずる割合は、100分の177.5とする。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条、次項及び附則第３項の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（以下「新条例」という。）第４条の規定は、

令和７年12月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 新条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規

定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 

令和７年12月10日提出 

議 第 173 号 議 案 －67－



 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩        

議 第 173 号 議 案 －68－



 

議第174号議案 

職員等の旅費に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 （職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 職員等の旅費に関する条例（昭和32年宮城県条例第30号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 第１章 総則（第１条―第14条） 

第２章 旅費の種目及び内容（第９条―第24条） 第２章 内国旅行の旅費（第15条―第30条） 

 第３章 外国旅行の旅費（第31条―第40条の２） 

第３章 雑則（第25条―第33条） 第４章 雑則（第41条―第43条） 

附則 附則 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 ［略］ 第１条 ［略］ 

２ 県が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、

他の条例に特別の定めがある場合のほか、この条例の定めると

２ 県が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、

他の条例に特別の定がある場合のほか、この条例の定めるとこ
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ころによる。 ろによる。 

  

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

(1) ［略］ (1) ［略］ 

(2) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及び規則で定

めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。）における

旅行をいう。 

(2) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及び知事が規

則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。）に

おける旅行をいう。 

(3) ［略］ (3) ［略］ 

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁（常時勤務する在

勤庁のない場合又は旅行命令権者（県費負担教職員にあって

は市町村の教育委員会又はその委任を受けた者をいい、その

他の職員にあっては任命権者又はその委任を受けた者をい

う。以下同じ。）が認める場合には、その住所、居所その他旅

行命令権者が認める場所）を離れて旅行し、又は職員以外の

者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行すること

をいう。 

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁（常時勤務する在

勤庁のない職員については、その住所又は居所）を離れて旅

行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所

を離れて旅行することをいう。 

(5) ［略］ (5) ［略］ 
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(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職

員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをい

う。 

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職

員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる

地に旅行することをいう。 

(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者（婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下この号及び次号において同じ。）、子、父母、孫、祖父母

及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行

にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするもの

をいう。 

(7) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者（届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の

収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあ

っては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生

計を維持しているものをいう。 

(8) ［略］ (8) ［略］ 

(9) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和27年法律第239

号）第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の

規則で定める者（以下この号において「旅行業者等」という。）

であって、県と旅行役務提供契約（旅行業者等が県に対して

旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供す

ることを約し、かつ、県が当該旅行業者等に対して当該旅行

に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をい

う。次条第８項において同じ。）を締結したものをいう。 
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２ この条例において「職務の級」とは、職員の給与に関する条

例（昭和32年宮城県条例第29号）第４条第１項第１号に規定す

る行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受け

ない者については任命権者が知事に協議して定めるこれに相当

する職務の級をいう。 

２ この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給

与に関する条例（昭和32年宮城県条例第29号）第４条第１項第

１号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給

料表の適用を受けない者について任命権者が知事に協議して定

めるこれに相当する職務をいうものとする。 

  

（旅費の支給） （旅費の支給） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 第１項、第２項及び前２項の規定により旅費の支給を受ける

ことができる者が、次条第３項の規定により旅行命令等の変更

（取消しを含む。同項及び同条第４項並びに第５条において同

じ。）を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、

当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金

額又は支出を要する金額で次の各号に掲げるものを旅費として

支給することができる。 

６ 第１項、第２項及び前２項の規定により旅費の支給を受ける

ことができる者（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給

を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。）が、そ

の出発前に次条第３項の規定により旅行命令等を取り消され、

又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額

があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次

の各号に掲げるものを、旅費として支給することができる。 

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃（家族移転費のうちこれら

に相当する部分を含む。）については、第10条第１項各号、第

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、

旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額
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11条第１項各号、第12条第１項各号及び第13条第１項第１号

から第３号までに掲げる各費用について、当該各条及び第６

条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手

続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額

又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要

がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合

計額 

で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受

けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を

受けた者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄

道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超える

ことができない。 

(2) 旅行雑費、宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当

する部分を除く。）、家族移転費（宿泊手当に相当する部分を

除く。）及び外国旅行雑費については、当該各種目について第

14条、第15条、第17条、第18条、第19条第１項及び第21条並

びに第６条の規定により計算した額と現に支払った額で所要

の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることがで

きない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支

払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少な

い額の合計額 

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当

該旅行について支給を受けることができた移転料の額の３分

の１に相当する額の範囲内の額 

(3) 前２号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の

変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が

(3) 第35条第２項各号に掲げる料金等の額で当該旅行につい

て支給を受けることができた額の範囲内の額 
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認めた額 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給

を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事

情により概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合に

は、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全

部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内

で次の各号に掲げる金額を旅費として支給することができる。 

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給

を受けることができる者（その者の扶養親族の旅行について旅

費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含

む。）が、旅行中交通機関の事故又は天災その他知事が規則で定

める事情により概算払を受けた旅費額（概算払を受けなかった

場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額）

の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範

囲内で次の各号に掲げる金額を、旅費として支給することがで

きる。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることがで

きない。 

(1) 現に所持していた旅費額（交通手段を利用するための乗車

券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含

む。次号において同じ。）の全部を喪失した場合には、その喪

失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額 

(1) 現に所持していた旅費額（輸送機関を利用するための乗車

券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの（以

下「切符類」という。）を含む。以下本条において同じ。）の

全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了

するため、支給することができる額 

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号

に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額 

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号

に規定する額から喪失を免がれた旅費額（切符類については、
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購入金額のうち、未使用分に相当する金額）を差し引いた額 

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合に

おいて、県が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払

うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅

費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅

費に相当するものとして支払うことができる。 

 

  

（旅行命令等） （旅行命令等） 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、

旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼（次項から第５項

まで及び次条において「旅行命令等」という。）によって行わな

ければならない。 

第４条 次の各号に掲げる旅行は、該当各号に掲げる区分により、

県費負担教職員にあっては市町村の教育委員会又はその委任を

受けた者、その他の職員にあっては任命権者又はその委任を受

けた者（以下「旅行命令権者」という。）の発する旅行命令又は

旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）によって行なわなけれ

ばならない。 

(1)・(2) ［略］ (1)・(2) ［略］ 

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段

によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、か

つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信連絡手段によっ

ては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予

算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発する
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発することができる。 ことができる。 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要が

あると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又

は次条第１項若しくは第２項の規定による旅行者の申請に基づ

き、その変更をすることができる。 

３ 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更（取消しを含

む。以下同じ。）する必要があると認める場合で、前項の規定に

該当する場合には、自ら又は次条第１項若しくは第２項の規定

による旅行申請に基づき、これを変更することができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするに

は、旅行命令票又は旅行依頼票（以下この項から第６項までに

おいて「旅行命令票等」という。）に当該旅行に関する事項を記

載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。た

だし、旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを

提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、

又はその変更をすることができる。 

４ 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するに

は、旅行命令票又は旅行依頼票（以下「旅行命令票等」という。）

に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示し

て行なわなければならない。ただし、旅行命令票等に当該旅行

に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、

口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができ

る。 

５ 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はその変

更をした場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅

行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければ

ならない。 

５ 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを

変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令票等に当該

旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなけれ

ばならない。 

６ 旅行命令票等の記載事項及び様式は、規則で定める。 ６ 旅行命令票等の記載事項及び様式は、知事が規則で定める。 
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（旅行命令等に従わない旅行） （旅行命令等に従わない旅行） 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情により旅行命令等（前条第３項の規定により変更を受けた旅

行命令等を含む。以下この条において同じ。）に従って旅行する

ことができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令

等の変更の申請をしなければならない。 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情により旅行命令等（前条第３項の規定により変更された旅行

命令等を含む。以下本条において同じ。）に従って旅行すること

ができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の

変更の申請をしなければならない。 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする

いとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、

できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請を

しなければならない。 

２ 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする

いとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、

できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請

をしなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

  

 （旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、

宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、外国旅

行雑費及び死亡手当とする。 

２ 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により

支給する。 
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３ 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支

給する。 

４ 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支

給する。 

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程

に応じ１キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。 

６ 旅行雑費は、本邦内の旅行に伴う雑費について、当該旅行中

の日数に応じた１日当たりの定額又は実費額により支給する。 

７ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜当りの定額により支給す

る。 

８ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ１夜当りの

定額により支給する。 

９ 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等

に応じ定額により支給する。 

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、当該

移転のために当該移転後の住所又は居所以外の場所で宿泊を要

した場合に定額により支給する。 

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支
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給する。 

12 外国旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、当該出

張中の日数に応じた１日当たりの定額又は実費額により支給す

る。 

13 死亡手当は、第３条第２項第５号の規定に該当する場合につ

いて、定額等により支給する。 

14 内国旅行のうち第26条第１項に規定する旅行については、第

１項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。 

15 外国旅行のうち第39条第１項に規定する旅行については、第

１項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給する。 

  

（旅費の計算） （旅費の計算） 

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして

次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路

及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務

上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な

通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によっ

た経路及び方法によって計算する。 

第７条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行し

た場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方

法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法

によって計算する。 
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 第８条 旅費計算上の旅行日数は、第３項の規定に該当する場合

のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上

の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除

き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては

200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて

１日の割合をもって通算した日数をこえることができない。 

２ 前項ただし書の規定により通算した日数に１日未満の端数を

生じたときは、これを１日とする。 

３ 第３条第２項第１号から第４号までの規定に該当する場合

は、旅費計算上の旅行日数は、第１項ただし書及び前項の規定

により計算した日数による。 

  

 第９条 旅行者が、同一地域（本邦にあっては市町村の存する地

域（都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地

域）をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。以下同

じ。）に滞在する場合における旅行雑費及び宿泊料は、その地域

に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合に
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はその超える日数について定額の10分の１に相当する額、滞在

日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分

の２に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。 

２ 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在

日数から除算する。 

  

 第10条 削除 

  

 第11条 １日の旅行において外国旅行雑費又は宿泊料（扶養親族

移転料のうち宿泊料に相当する部分を含む。以下この条におい

て同じ。）について定額を異にする事由が生じた場合には、額の

多い方の定額による外国旅行雑費又は宿泊料を支給する。 

  

第７条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄

道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費（家族移転費のうちこ

れらに相当する部分を含む。）並びに外国旅行雑費を区分して算

定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の

後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における

年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又

は車賃（扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を

含む。）を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生

じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に
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して算定する。 区分して計算する。 

  

（旅費の請求手続） （旅費の請求手続） 

第８条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとす

る旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精

算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受け

ようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添

えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出又は支払をする

者（第３項及び第４項並びに第32条第１項及び第２項において

「支出担当者」という。）に提出しなければならない。この場合

において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者

は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書

類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の

必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けること

ができない。 

第13条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとす

る旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精

算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、

これを当該旅費の支出又は支払をする者（以下「支出担当者」

という。）に提出しなければならない。この場合において、必要

な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に

係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の

必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることが

できない。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 第１項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事

項及び様式、第２項及び第３項に規定する期間並びに前項に規

５ 第１項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事

項及び様式、第２項及び第３項に規定する期間並びに前項に規
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定する給与の種類は、規則で定める。 定する給与の種類は、知事が規則で定める。 

  

 （証人等の旅費） 

第14条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は、

他の条例に特別の定がある場合のほか、任命権者が知事に協議

して定める旅費とする。 

  

第２章 旅費の種目及び内容 第２章 内国旅行の旅費 

  

第９条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、

宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、外国旅

行雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の

定めるところによる。 

２ 内国旅行のうち第24条第１項に規定する旅行については、前

項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。 

 

  

（鉄道賃） （鉄道賃） 

第10条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第 第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（以下この
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２条第１項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法

（大正10年法律第76号）第１条第１項に規定する軌道、外国に

おけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。

次項及び第13条第１項において同じ。）を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号まで

に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもの

であって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計

額とする。 

条において「運賃」という。）及び急行料金並びに座席指定料金

による。 

(1) 運賃 (1) その乗車に要する運賃 

(2) 急行料金 (2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合

には、前号に規定する運賃のほか、急行料金 

(3) 寝台料金  

(4) 座席指定料金 (3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の

場合には、第１号に規定する運賃及び前号に規定する急行料

金のほか、座席指定料金 

(5) 特別車両料金  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であ

って運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下

２ 前項第２号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該

当する場合に限り、支給する。ただし、公務上の必要又は天災
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級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道によ

り移動するときは最上級（等級が３以上に区分された鉄道によ

り職務の級が６級以下の者が移動する場合には、最上級の直近

下位の級）の運賃の額とする。 

その他やむを得ない事情による場合で、任命権者が知事に協議

して定めるものについては、この限りでない。 

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメ

ートル以上のもの 

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメ

ートル以上のもの 

 ３ 第１項第３号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は

普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメート

ル以上のものに該当する場合に限り、支給する。 

  

（船賃） （船賃） 

第11条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和24年法律第187号）第２

条第２項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国にお

けるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項、

第13条第１項及び第22条において同じ。）を利用する移動に要す

る費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号ま

でに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うも

のであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ賃及

び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。）及び寝

台料金並びに座席指定料金による。 
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計額とする。 

(1) 運賃 (1) 運賃の等級を３階級に区分する船舶による旅行の場合に

は、中級の運賃 

 (2) 運賃の等級を２階級に区分する船舶による旅行の場合に

は、下級の運賃 

 (3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗

船に要する運賃 

(2) 寝台料金 (4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、

前３号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金 

(3) 座席指定料金 (5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の

場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席

指定料金 

(4) 特別船室料金  

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であ

って運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下

級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶によ

り移動するときは最上級（等級が３以上に区分された船舶によ

２ 前項第１号又は第２号の規定に該当する場合において、同一

階級の運賃を更に２以上に区分する船舶による旅行の場合に

は、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。 
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り職務の級が６級以下の者が移動する場合には、最上級の直近

下位の級）の運賃の額とする。 

  

 第17条 削除 

  

（航空賃） （航空賃） 

第12条 航空賃は、航空機（航空法（昭和27年法律第231号）第２

条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国に

おけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次

項、次条第１項及び第22条において同じ。）を利用する移動に要

する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号

に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもの

であって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計

額とする。 

第18条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。 

(1) 運賃  

(2) 座席指定料金  

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用  

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分さ  
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れた航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

ただし、外国旅行の場合であって、次の各号に掲げるときは、

当該各号に定める額とする。 

(1) 職務の級が７級以上の者が移動するとき及び職務の級が

６級又は５級の者が長時間にわたる移動として規則で定める

もの（次号において「特定航空移動」という。）をするとき（同

号に掲げる場合を除く。） 最上級の運賃の額 

(2) 運賃の等級が３以上に区分された航空機により職務の級

が７級以上の者が移動するとき及び職務の級が６級又は５級

の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運

賃の額 

(3) 職務の級が４級以下の者が著しく長時間にわたる移動と

して規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の

運賃の額 

  

（車賃） （車賃） 

第13条 車賃は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要

する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号

第19条 車賃の額は、１キロメートルにつき47円とする。ただし、

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車
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に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額

の合計額とする。 

(1) 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イに掲

げる一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行

する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に

供する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。）を

利用する移動に要する運賃 

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車

運送事業の用に供する自動車（外国におけるこれに相当する

ものを含む。）その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定

する自動車を除く。）を利用する移動に要する運賃 

賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額に

よる。 

２ 前項の規定にかかわらず、自家用自動車等を利用して旅行す

る場合（旅行命令権者の承認を受けて旅行する場合に限る。以

下同じ。）の車賃の額は、１キロメートルにつき32円とする。 

３ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定

により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通

算して計算する。 

４ 前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てる。 

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80

条第１項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動

車（外国におけるこれに相当するものを含む。）の賃料その他

の移動に直接要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

 

(4) 自家用自動車等（道路交通法（昭和35年法律第105号）第

２条第１項第９号に規定する自動車、同項第10号に規定する

原動機付自転車又は同項第11号に規定する軽車両であって、
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自己の用に供するものをいう。）を利用する移動に要する費用 

２ 前項第４号に掲げる費用の額は、路程１キロメートルにつき

30円とし、全路程を通算して計算する。この場合において、通

算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、第７条の規定により区分計算をする場合には、その

区分された路程ごとに通算して計算する。 

 

  

（旅行雑費） （旅行雑費） 

第14条 旅行雑費は、内国旅行に要する雑費とし、その額は、有

料の道路又は駐車場の料金その他内国旅行に必要なものとして

任命権者が知事に協議して定める費用（公務のため特に必要と

するものに限る。）の額とする。 

第20条 旅行雑費の額は、別表第１の定額による。ただし、次の

各号に掲げる場合には、旅行雑費は、支給しない。 

(1) 全路程において公用の交通機関を利用して旅行する場合 

(2) 全路程において自家用自動車等を利用して旅行する場合

（当該路程の一部において公用の交通機関を利用して旅行す

る場合を含む。） 

(3) 知事が定める地域内において旅行する場合 

 ２ 前項に定めるもののほか、旅行者が公務上の必要又は天災そ

の他やむを得ない事情により当該旅行に伴い有料の道路又は駐

車場の料金その他任命権者が知事に協議して定める料金を支払
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った場合には、旅行雑費として当該料金の実費額を支給するこ

とができる。 

  

（宿泊費） （宿泊料） 

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、

国家公務員等の旅費支給規程（昭和25年大蔵省令第45号。次条

第１項及び第３項並びに第23条において「省令」という。）別表

第２第１号の表又は第２号の表の上欄に掲げる区分に応じ、こ

れらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。 

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第１の定額に

よる。 

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要

又は天災、その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿

泊した場合に限り、支給する。 

  

（宿泊手当） 

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるた

めの費用とし、その額は、１夜につき省令別表第３第１号の表

又は第２号の表の上欄に掲げる区分に応じ、これらの表に掲げ

る額とする。 

２ 次の各号に掲げる場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかか

わらず、当該各号に定める額とする。 

(1) 宿泊費に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当する
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ものが含まれる場合 前項に規定する額の２分の１の額 

(2) 宿泊費に朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含ま

れる場合 零円 

３ 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前２項の規定にか

かわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第３第１号の表

又は第２号の表の上欄に掲げる区分に応じ、これらの表に掲げ

る額とする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは旅

行雑費（家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。）又は

外国旅行雑費に食費に相当するものが含まれる場合には、宿泊

手当は支給しない。 

４ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当す

る場所をいう。）に宿泊する場合には、前３項の規定にかかわら

ず、宿泊手当は支給しない。 

  

 （食卓料） 

第22条 食卓料の額は、別表第１の定額による。 

２ 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場

合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限
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り、支給する。 

  

（転居費） （移転料） 

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第19条第１項

第１号又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を

含む。）とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方

法により算定される額とする。 

２ 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当

する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した

転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引く

こととする。 

第23条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。 

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤庁から新在

勤庁までの路程に応じた別表第１の定額による額 

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する

額の２分の１に相当する額 

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の

翌日から３月以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規

定する額に相当する額（赴任の後扶養親族を移転するまでの

間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給するこ

とができる前号に規定する額に相当する額の合計額） 

 ２ 前項第３号の場合において扶養親族を移転した際における移

転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるとき

は、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額

を基礎として計算する。 

 ３ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない
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事情がある場合には、第１項第３号に規定する期間を延長する

ことができる。 

  

（着後滞在費） （着後手当） 

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用

とし、その額は、５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係

る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。 

第24条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地

の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の当該赴任に伴う住所

又は居所の移転のために当該移転後の住所又は居所以外の場所

で現に宿泊を要した夜数（その夜数が５夜を超える場合は、５

夜）分に相当する額による。 

  

（家族移転費） （扶養親族移転料） 

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、

その額は、次に掲げる額とする。 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している

者に限る。以下この号及び次号において同じ。）を職員の新住

所又は新居所に移転する場合には、家族１人ごとに、職員が

その移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、旅行雑費、宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額

第25条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。 

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤庁から新在勤庁まで随伴する

場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族１人ごとに、

その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の

合計額 

ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相

当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに定額によ
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に相当する額 

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた

日の翌日から３月以内に家族を職員の住所又は居所（赴任後

家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該

赴任後における職員の新住所又は新居所）に移転する場合に

は、同号の規定に準じて算定した額 

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない

事情がある場合には、前項第２号に規定する期間を延長するこ

とができる。 

る旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の３分の２に相

当する額 

イ 12歳未満６歳以上の者については、アに規定する額の２

分の１に相当する額 

ウ ６歳未満の者については、その移転の際における職員相

当の定額による旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の

３分の１に相当する額。ただし、６歳未満の者を３人以上

随伴するときは、２人を超える者ごとにその移転の際にお

ける職員相当の鉄道賃及び船賃の２分の１に相当する金額

を加算する。 

 (2) 前号の規定に該当する場合のほか、第23条第１項第１号又

は第３号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧住所又は

旧居所から新住所又は新居所までの旅行について前号の規定

に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給するこ

とができる額に相当する額（赴任の後扶養親族を移転するま

での間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の

規定により支給することができる額に相当する額の合計額）

を超えることができない。 
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(3) 第１号アからウまでの規定により旅行雑費、宿泊料、食卓

料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額

に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

 ２ 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転す

る場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、そ

の子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項

の規定を適用する。 

  

（近距離の転居に係る転居費等の制限） 

第20条 同一市町村内における在勤庁の変更に伴う旅行について

は、公設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除

くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。 

 

  

（外国旅行雑費） 

第21条 外国旅行雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、

予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨

交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして
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任命権者が知事に協議して定める費用の額とする。 

  

（本邦通過の場合の旅費） 

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行

について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外

国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着

した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定

による。 

 

  

（死亡手当） 

第23条 死亡手当は、職員の外国における死亡（第３条第２項第

５号に規定する場合に限る。）に伴う諸雑費に充てるための費用

とし、その額は、省令別表第５に掲げる額とする。 

 

  

（日額旅費） （日額旅費） 

第24条 第９条第１項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅

行は、常時又は定期的に出張を要する職員の出張のうち当該出

張の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が

第26条 第６条第１項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅

行は、常時又は定期的に出張を要する職員の出張のうち当該出

張の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて任命権者が
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知事に協議して定めるものとする。 知事に協議して定めるものとする。 

２ 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が知事に

協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応

じ、第９条第１項に掲げる旅費の額について、この条例で定め

る基準を超えることができない。 

２ 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が知事に

協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応

じ、第６条第１項に掲げる旅費の額について、この条例で定め

る基準を超えることができない。 

  

 第27条 削除 

  

 （近距離旅行の旅費） 

第28条 同一地域内の旅行及び在勤庁から８キロメートル以内の

地域内における旅行については、移転料、着後手当及び扶養親

族移転料は、支給しない。ただし、赴任を命ぜられた職員が、

職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すこと

を命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第１の鉄

道50キロメートル未満の場合の移転料定額の３分の１に相当す

る額（扶養親族を随伴しない場合には、その２分の１に相当す

る額）の移転料を支給する。 

２ 前項ただし書の規定により移転料の額を計算する場合におい
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て、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

  

第３章 雑則  

  

（退職者等の旅費） （退職者等の旅費） 

第25条 第３条第２項第１号又は第４号の規定により支給する旅

費は、退職等の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴

う旅行について、出張又は赴任の例に準じて任命権者が知事に

協議して定めるものとする。 

第29条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、次の

各号に規定する旅費とする。 

 (1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅

費 

ア 退職等となった日（以下「退職等の日」という。）にいた

地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった

事実の発生を知った日（以下「退職等を知った日」という。）

にいた地までの前職務相当の旅費 

イ 退職等を知った日の翌日から３月以内に出発して当該退

職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算
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した退職等を知った日にいた地から旧在勤庁までの前職務

相当の旅費 

 (2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準

じ、かつ、新在勤庁を旧在勤庁とみなして前号の規定に準じ

て計算した旅費 

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転する

ときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要

する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。 

 

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合に

は、第１項に規定する期間を延長することができる。 

 

  

（遺族の旅費） （遺族の旅費） 

第26条 第３条第２項第２号、第３号又は第５号の規定により支

給する旅費（死亡手当に係るものを除く。）は、出張又は赴任の

例に準じて任命権者が知事に協議して定めるものとする。 

第30条 第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は、次の

各号に規定する旅費とする。 

 (1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤庁ま

での往復に要する前職務相当の旅費 

 (2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算
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した死亡地から新在勤庁までの前職務相当の旅費 

 ２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第

１項第７号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年

長者を先にする。 

 ３ 第３条第２項第３号の規定により支給する旅費は、第25条第

１項第１号の規定に準じて計算した住所又は居所から帰住地ま

での鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、

同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」

と読み替えるものとする。 

  

 第３章 外国旅行の旅費 

  

 （本邦通過の場合の旅費） 

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行

について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただ

し、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦

に到着した場合における船賃又は航空賃については、この章に

規定するところによるものとし、本邦を出発した日からの旅行
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又は本邦に到着した日までの旅行については本章に規定する定

額による外国旅行雑費及び食卓料を支給し、前章に規定する定

額による旅行雑費及び食卓料は支給しない。 

  

 （鉄道賃） 

第32条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（以下この

条において「運賃」という。）、急行料金及び寝台料金（これら

のものに対する通行税を含む。）による。 

(1) 運賃の等級を３以上の階級に区分する線路による旅行の

場合には、次に規定する運賃 

ア ７級以上の職務にある者については、最上級の運賃 

イ ６級以下の職務にある者については、最上級の直近下位

の級の運賃 

(2) 運賃の等級を２階級に区分する線路による旅行の場合に

は、最上級の運賃 

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗

車に要する運賃 

(4) ６級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座
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席の設備を利用した場合には、前３号に規定する運賃のほか、

その座席のために現に支払った運賃 

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要と

した場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った

急行料金又は寝台料金 

  

 （船賃） 

第33条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ賃及

び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。）及び寝

台料金（これらのものに対する通行税を含む。）による。 

(1) 運賃の等級を２以上の階級に区分する船舶による旅行の

場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に２以上に

区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃 

ア 最上級の運賃を４以上に区分する船舶による旅行の場合

には、７級以上の職務にある者については最上級の直近下

位の級の運賃、６級以下の職務にある者については７級以

上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級

の運賃 
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イ 最上級の運賃を３に区分する船舶による旅行の場合に

は、７級以上の職務にある者については中級の運賃、６級

以下の職務にある者については下級の運賃 

ウ 最上級の運賃を２に区分する船舶による旅行の場合に

は、下級の運賃 

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗

船に要する運賃 

(3) ６級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじ

め旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を

利用した場合には、前２号に規定する運賃のほか、その船室

のために現に支払った運賃 

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、

前３号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金 

  

 （航空賃及び車賃） 

第34条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（以下この

条において「運賃」という。）による。 

(1) 運賃の等級を３以上の階級に区分する航空路による旅行
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の場合には、次に規定する運賃 

ア ７級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路によ

る旅行として知事が規則で定めるもの（以下「特定航空旅

行」という。）をする６級又は５級の職務にある者について

は、最上級の直近下位の級の運賃 

イ ６級以下の職務にある者（アに該当する者を除く。）につ

いては、アに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃 

(2) 運賃の等級を２階級に区分する航空路による旅行の場合

には、次に規定する運賃 

ア ７級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする６級又

は５級の職務にある者については、上級の運賃 

イ ６級以下の職務にある者（アに該当する者を除く。）につ

いては、最上級の直近下位の級の運賃 

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空

機の利用に要する運賃 

２ 車賃の額は、実費額による。 

  

 （外国旅行雑費） 
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第35条 外国旅行雑費の額は、旅行先の区分に応じた別表第２の

定額による。 

２ 前項に定めるもののほか、旅行者が次に掲げる料金等を支払

った場合には、外国旅行雑費として当該料金等の実費額を支給

することができる。 

(1) 旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、査証手数料、外

貨交換手数料、入出国税その他これらに類するものとして任

命権者が知事に協議して定めるもの 

(2) 外国旅行に必要となる物品の賃借料、外国旅行に係る損害

保険及び傷害保険の保険料その他これらに類するものとして

任命権者が知事に協議して定めるもの 

  

 （宿泊料及び食卓料） 

第36条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第２の定額に

よる。 

２ 第32条第５号の規定により寝台料金を支給する場合における

宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じ

た別表第２の定額の10分の７に相当する額による。 
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３ 食卓料の額は、別表第２の定額による。 

４ 第21条第２項及び第22条第２項の規定は、外国旅行の場合の

宿泊料及び食卓料について準用する。 

  

 第37条 削除 

  

 （死亡手当） 

第38条 死亡手当の額は、第３条第２項第５号の規定に該当する

場合には、別表第２の定額による。 

２ 職員が第３条第２項第５号の規定に該当し、かつ、その死亡

地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡

手当の額は、前項の規定にかかわらず、第30条第１項第１号の

規定に準じて計算した旅費の額による。 

３ 第30条第２項の規定は、第３条第２項第５号の規定に該当す

る場合において、第１項又は前項の規定による死亡手当の支給

を受ける遺族の順位について準用する。 

  

 （旅行手当） 
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第39条 第６条第１項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅

行は、漁業監視のための旅行その他旅行先の特別の事情により

別表第２の定額による旅費を支給することが適当でないと認め

て知事が指定する旅行とする。 

２ 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど任命権者

が知事に協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質

に応じ、第６条第１項に掲げる旅費の額について、この条例で

定める基準をこえることができない。 

  

 （退職者等の旅費） 

第40条 第３条第２項第４号の規定により支給する旅費は、次の

各号に規定する旅費とする。 

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地まで

の前職務相当の旅費 

(2) 退職等を知った日の翌日から３月以内に出発して本邦へ

旅行した場合に限り、次に規定する旅費 

ア 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を

知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当
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の定額による外国旅行雑費及び宿泊料。ただし、定額によ

る外国旅行雑費については30日分、宿泊料については30夜

分を超えることができない。 

イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地か

ら旧在勤庁までの前職務相当の旅費 

  

 （この条例に定めのない事項） 

第40条の２ 第31条から前条までに規定するもののほか、外国旅

行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

25年法律第114号）の規定の例により支給する。 

  

（証人等の旅費） 

第27条 第３条第４項又は第５項の規定により支給する旅費は、

他の条例に特別の定めがある場合のほか、任命権者が知事に協

議して定めるものとする。 

 

  

（旅費の支給額の上限） 

第28条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃（第13条第１項第４号に
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掲げる費用を除く。）（家族移転費のうちこれらに相当する部分

を含む。）に係る旅費の支給額は、第10条第１項各号、第11条第

１項各号、第12条第１項各号及び第13条第１項第１号から第３

号までに掲げる各費用について、当該各条及び第６条の規定に

より計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとの

いずれか少ない額を合計した額とする。 

２ 旅行雑費、宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当す

る部分を除く。）、家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）

及び外国旅行雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について

第14条、第15条、第17条、第18条、第19条第１項及び第21条並

びに第６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較

し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

  

（この条例に定めのない事項） 

第29条 この条例に規定するもののほか、外国旅行の旅費につい

ては、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114

号）の規定の例により支給する。 
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 第４章 雑則 

  

（旅費の調整） （旅費の調整） 

第30条 任命権者は、旅行者が県以外の者から旅費の支給を受け

る場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上

この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実

費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとな

る場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又

はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。 

第41条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利

用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によ

り、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給

した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要と

しない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を

こえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費

を支給しないことができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

第31条 ［略］ 第42条 ［略］ 

  

（旅費の返納） 

第32条 支出担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例若

しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づき任命

権者が知事に協議して定める事項に違反して旅費の支給又は旅
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費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該

金額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は

この条例に基づき任命権者が知事に協議して定める事項に違反

して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者は、前項に規定

する返納に代えて、当該支出担当者がその後においてその者に

対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相

当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

  

（実施規定） （実施規定） 

第33条 この条例の実施のための手続その他その執行について必

要な事項は、規則で定める。 

第43条 この条例の実施のための手続その他その執行について必

要な事項は、知事が規則で定める。 

  

   附 則    附 則 

  

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

（経過措置） （経過措置） 
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３ 第33条の規定による規則が制定施行されるまでの間は、同条

に規定する実施のための手続その他その執行については、なお、

従前の例による。 

３ 第43条の規定による規則が制定施行されるまでの間は、同条

に規定する実施のための手続その他その執行については、なお、

従前の例による。 

４ この条例施行の際、旧条例の規定による任命権者の定めで現

に効力を有するものは、この条例に抵触しない限り、この条例

の規定に基づく任命権者の定めがなされるまでの間は、なお、

その効力を有する。 

４ この条例施行の際、旧条例の規定による任命権者の定で現に

効力を有するものは、この条例に抵触しない限り、この条例の

規定に基く任命権者の定がなされるまでの間は、なお、その効

力を有する。 

５～８ ［略］ ５～８ ［略］ 

  

 別表第１及び別表第２を削る。 

（特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和26年宮城県条例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（知事等の旅費） （知事等の旅費） 

第11条 ［略］ 第11条 ［略］ 

２ 旅費の種目は、職員の例による。 ２ 旅費の種類は、職員の例による。 
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３ ［略］ ３ ［略］ 

(1) 鉄道賃及び船賃については、職員の例により計算した額

とする。ただし、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分され

た鉄道又は船舶により移動する場合には、最上級の運賃の額

とする。 

(1) 内国旅行に係る鉄道賃については、給与条例別表第１に

定める行政職給料表（以下単に「行政職給料表」という。）

の10級の職務にある職員に支給される旅費の額と同一の額

（特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行を

する場合には、当該同一の額に特別車両料金を加算した額）

とする。 

(2) 航空賃については、職員の例により計算した額とする。

ただし、運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機

により移動する場合であって次の各号に掲げるときは、当該

各号に定める額とする。 

ア 知事が移動するとき 最上級の運賃の額 

イ 内国旅行の場合であって、知事等（知事を除く。以下こ

の号において同じ。）が移動するとき 最下級の運賃の額 

ウ 外国旅行の場合であって、知事等が移動するとき（エに

掲げる場合を除く。） 最上級の運賃の額 

エ 外国旅行の場合であって、運賃の等級が３以上に区分さ

れた航空機により知事等が移動するとき 最上級の直近

(2) 内国旅行に係る船賃については、次に規定する旅客運賃

（はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この号において「運賃」

という。）、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金に

よる。 

ア 運賃の等級を３階級又は２階級に区分する船舶による

旅行の場合には、上級の運賃（上級の運賃を更に２以上に

区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級

の運賃） 

イ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その

乗船に要する運賃 

ウ 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に
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下位の級の運賃の額 は、ア又はイに規定する運賃のほか、現に支払った寝台料

金 

エ イの規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するもの

を運行する航路による旅行をする場合には、イに規定する

運賃及びウに規定する寝台料金のほか、特別船室料金 

オ 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行

の場合には、アからエまでに規定する運賃及び料金のほ

か、座席指定料金 

(3) 宿泊費については、別表第２に掲げる額を限度として職

員の例により計算した額とする。 

(3) 内国旅行に係る航空賃並びに外国旅行に係る鉄道賃及び

船賃については行政職給料表の10級の職務にある職員に支

給される旅費の額と同一の額とし、車賃、定額による旅行雑

費、宿泊料、食卓料、移転料、定額による外国旅行雑費及び

死亡手当については別表第２及び別表第３に掲げる額とす

る。 

 (4) 外国旅行に係る航空賃については、次に規定する旅客運

賃（以下この号において「運賃」という。）による。 

ア 運賃の等級を３以上の階級に区分する航空路による旅

行の場合には、最上級の運賃 
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イ 運賃の等級を２階級に区分する航空路による旅行の場

合には、上級の運賃 

ウ 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航

空機の利用に要する運賃 

エ 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合

には、アからウまでに規定する運賃のほか、その座席のた

め現に支払った運賃 

(4) ［略］ (5) ［略］ 

４ ［略］ ４ ［略］ 

  

（委員等の費用弁償） （委員等の費用弁償） 

第12条 ［略］ 第12条 ［略］ 

２ 費用弁償の種目は、法令に定めがある場合のほか、職員の旅

費の例による。 

２ 費用弁償の種類は、法令に定めがある場合のほか、職員の旅

費の例による。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

(1) 監査委員の費用弁償の額は、鉄道賃及び船賃については

知事等の例により計算した額とし、航空賃については知事等

（知事を除く。）の例により計算した額とし、宿泊費につい

(1) 監査委員の費用弁償の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃に

ついては知事等に支給される旅費の額と同一の額とし、車

賃、定額による旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、定額に
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ては別表第２に掲げる額を限度として職員の例により計算

した額とし、その他の費用弁償については職員の例により計

算した額とする。 

よる外国旅行雑費及び死亡手当については別表第２及び別

表第３に掲げる額とする。 

(2) 別表第１の旅費欄に職務の級の定めがある者の費用弁償

の額は、当該職務の級にある職員の例により計算した額とす

る。 

(2) 別表第１の旅費欄に職務の級の定めがある者の費用弁償

の額は、当該職務の級にある職員が支給される旅費額と同一

の額 

(3) 前２号に掲げる者以外のものの費用弁償の額は、鉄道賃、

船賃及び航空賃については給与条例別表第１に定める行政

職給料表の10級の職務にある職員の例により計算した額と

し、宿泊費については別表第２に掲げる額を限度として職員

の例により計算した額とし、その他の費用弁償については職

員の例により計算した額とする。 

(3) 前２号に掲げる者以外のものの費用弁償の額は、鉄道賃、

船賃及び航空賃については行政職給料表の10級の職務にあ

る職員に支給される旅費の額と同一の額とし、車賃、定額に

よる旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、定額による外国旅

行雑費及び死亡手当については別表第２及び別表第３に掲

げる額とし、その他の費用弁償については職員の旅費の例に

より計算した額とする。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

  

 別表第２を次のように改める。 

別表第２ 宿泊費（第11条、第12条関係） 

区  分 宿 泊 費 の 額 
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知 事 
国家公務員等の旅費支給規程（昭和25年大蔵省令第45号）別表第２第１号の表又は第２号の表の上欄に掲げる区分に応じ、こ

れらの表の内閣総理大臣等の欄に掲げる額 

その他の者 
国家公務員等の旅費支給規程別表第２第１号の表又は第２号の表の上欄に掲げる区分に応じ、これらの表の指定職職員等の欄

に掲げる額 

別表第３を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  第１条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例（以下「新条例第30号」という。）及び第２条の規定による改正後の特別職の

職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（以下「新条例第１号」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅

行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行につい

ては、新条例第30号及び新条例第１号の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち

当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

３ 新条例第30号第３条第６項及び第７項（新条例第１号第11条第４項又は第12条第４項の規定によりこれらの規定の例によることとされ

る場合を含む。）の規定は、これらの項に規定する者が新条例第30号第３条第１項、第２項、第４項及び第５項（新条例第１号第11条第

４項又は第12条第４項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。）並びに新条例第１号第11条第１項及び第12条第

１項の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の職員等の旅費に関する条例第３条第１項、
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第２項、第４項及び第５項（改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（以下「旧条例第１号」という。）第11

条第４項又は第12条第４項の規定によりこれらの規定の例によることとされた場合を含む。）並びに旧条例第１号第11条第１項及び第12

条第１項の規定により旅費又は費用弁償の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 

４ 新条例第30号第32条（新条例第１号第11条第４項又は第12条第４項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定は、

新条例第30号若しくは新条例第30号に基づく規則の規定又は新条例第30号に基づき任命権者が知事に協議して定める事項に違反して旅

費又は費用弁償の支給を受けた場合について適用する。 

 

令和７年12月10日提出 

 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩        
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議第175号議案 

義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部を改正する条例 

義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例（昭和46年宮城県条例第47号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（教職調整額の支給等） （教職調整額の支給等） 

第３条 義務教育諸学校等の教育職員（職員の給与に関する条例

（昭和32年宮城県条例第29号。以下「給与条例」という。）別表

第３の教育職給料表の適用を受ける者に限り、指導改善研修被

認定者（教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条第１

項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同

条第４項の認定の日までの間にあるものをいう。）を除く。第３

項において同じ。）のうちその属する職務の級が当該給料表の１

級、２級又は特２級である職員には、給料月額（給与条例附則

第35項、第40項又は第41項の規定による額の支給を受ける職員

にあっては、当該支給に係る額）の100分の10に相当する額の教

職調整額を支給する。 

第３条 義務教育諸学校等の教育職員（職員の給与に関する条例

（昭和32年宮城県条例第29号。以下「給与条例」という。）別表

第３の教育職給料表の適用を受ける者に限る。第３項及び第５

条において同じ。）のうちその属する職務の級が当該給料表の１

級、２級又は特２級である職員には、給料月額（給与条例附則

第35項、第40項又は第41項の規定による額の支給を受ける職員

にあっては、当該支給に係る額）の100分の４に相当する額の教

職調整額を支給する。 
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２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

附 則 附 則 

  

（施行期日）  

１ この条例は、昭和47年１月１日から施行する。 この条例は、昭和47年１月１日から施行する。 

 （教職調整額に関する特例）  

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第３条第１項の規定の適

用については、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

 

令和８年１月１日から同年12月31日まで 100分の５ 

令和９年１月１日から同年12月31日まで 100分の６ 

令和10年１月１日から同年12月31日まで 100分の７ 

令和11年１月１日から同年12月31日まで 100分の８ 

令和12年１月１日から同年12月31日まで 100分の９ 
 

 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第25条第１項の規定による認定を受け

た者であって施行日の前日までに同条第４項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する義務教育

諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の規定による教職調整額並びに職員の給与に関する条例（昭和32年宮城県条例第29

号）の規定による時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、改正後の第３条第１項及び第３項の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

 

令和７年12月10日提出 

 

宮 城 県 知 事  村  井  嘉  浩        

議 第 175 号 議 案 －122－




